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パーム油の用途／産業のあり方を考える
―食用から燃料への転用は是か非か―

同志社大学人文科学研究所 教授　林　田　秀　樹

第 1回
2010 年代前半までのパーム油の
主要用途と当該産業の形成・発展

ご来聴の皆さん、こんにちは。2022 年度同志社大学人文科学研

究所連続講座を始めさせていただきます。今回は、私・林田秀樹

が、3回にわたり「パーム油の用途／産業のあり方を考える－食

用から燃料への転用は是か非か」というテーマで、お話しさせて

いただきたいと思います。

まず、連続講座の趣旨についてご説明します。今、人文科学研

究所（人文研）には専任研究員が私を含めて 3名おりますが、そ

の 3名が年度ごとに交代で、自身の専門分野での研究成果を研究

所の研究成果の一部として市民の皆さん、学生の皆さんに還元す

るという趣旨で開いております。今回の講座のテーマの背景には、

1990 年代半ば以降現在まで、インドネシア、マレーシアにおいて

アブラヤシという熱帯植物を栽培する農園の面積が急激に広がっ

てきたという事実があります。当地の経済にとっては、現在、ア

ブラヤシとそれを原料とするパーム油を生産する産業がずい分と

大きなプレゼンスをもつに至っています。その一方で、インドネ



－2－

シア、マレーシア現地の貴重な熱帯林とそこに形成されている生

態系を破壊に追い込んでいる元凶なのではないかという見方もあ

ります。私は、どちらか一方に偏った見方ではなく、マイナスの

影響を抑えながらプラスの影響をしっかりと維持していく産業の

あり方がないものかと考えてきました。今回は、そうした私自身

の立場から、お話をさせていただきたいと考えています。

講師自己紹介

まず、改めて自己紹介をさせていただきます。同志社大学人文

科学研究所で専任研究員を務めております林田秀樹と申します。

専門は、「インドネシア経済論」で、特に同国の地方部の経済開

発問題に関心をもって調査・研究に取組んできました。インドネ

シアは大きな国ですが、政治経済の中心地はジャワ島で首都ジャ

カルタもジャワにあります。それ以外のインドネシアの広い地方

部で、どのように経済が発展してきているか、都市部の工業だけ

の発展に頼り切った経済成長になっているのではないかと疑問を

抱き、果たして地方の経済はどうなっているかについて調べ出し

たことが、この問題に関心をもつきっかけでありました。

結果、予想したよりもジャワの経済と地方部のそれとの間に差

がついていないことがわかりまして、その要因は何かを調べると

地方部の農業が頑張っているということがわかった。ジャワ以外

の島には、東大阪、東京の大田区などで盛んなものづくりの製造

業はほとんどないと考えていただいて間違いないと思います。製

造業といえばそれ以外の製造業、アブラヤシの実からパーム油を
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つくる製造業や、産業造林地で成育・伐採された木から材木やパ

ルプ・紙をつくる製造業など、原料となる一次産品の生産に大き

く依存した製造業になっています。ジャワ以外の島で行われてい

るアブラヤシ栽培等の農業に関連した製造業が、当地の経済を支

えているのです。農業そのものも、まさしく当地の経済を支えて

います。外島部、特にスマトラ島やカリマンタン島においては、

「アブラヤシ農園の開発が導いてきた経済成長」ということがい

えます。

そうしたことを知るに及び、どのように地方の経済を開発して

いけば、人々が食べるに困ることなく経済活動を営んでいけるの

かを考えたいと思いました。理論的な問題ではなく、実際のケー

スに焦点を当てて考えたいということで、この間研究に取組んで

きました。

そのような研究を個人でやっているだけでなく、人文研では、

学内外の他の研究者の皆さんと共同研究をしていまして、2016 年

～ 2021 年度まで 6 年間、「ASEAN共同体の研究」をテーマに共

同研究に取組んできました。今年度からは、「東南アジアの小規

模生産者に関する部門横断的研究」という学際的テーマで共同研

究を主宰しています。期間は、2024 年度までの 3年間を予定して

います。地域としては、インドネシアにとらわれることなく、他

のメンバーの方々と一緒に東南アジアの経済・社会問題を研究す

るとともに、そのなかで、インドネシアの農業や経済はどう展開

しているかを考える際の助けにさせていただきたいと考えながら

こうした研究会をやらせていただいています。担当している授業
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は、人文研の専任研究員が共同で担当する「人文・社会科学から

みた共生」と、本学商学部の科目、本学以外で担当している非常

勤の科目もあります。いずれも、アジア経済関係の科目です。

趣味は野球観戦で、高校野球からプロ野球までみんな好きです。

「アレ」を目指す球団が大好きでして、今年のシーズンが楽しみ

です。

野菜づくりもしています。滋賀県大津市に住んでいまして、畑

や田んぼが結構残っている隣の草津市で 6坪ほどの畑を借りてい

ろんな季節の野菜をつくっています。始めたのは、インドネシア

の地方で広がるアブラヤシ農園の問題を調査してくるなかで、農

学の知識が必要だと痛感したことがきっかけです。文系の人間な

ので、理科系の科目は学生時代以来得意ではなかったので、独学

では無理だと思って、2015 年の冬からスモール・ファーマーズ・

カレッジ（SFC）という週末だけの社会人向け農業学校に 1年間

通いました。そこで窒素、リン酸、カリウムはなぜ植物の生育に

とって大事かとか、窒素循環の話とか基本的な話を教えていただ

きました。その傍ら、実際に野菜をつくることも教えてくれる。

座学と実学の両方を教えてくれるわけです。当初は、実学は適当

にやっておいて座学だけしっかり勉強したら仕事にはこと足りる

と考えていたのですが、実際、野菜づくりを教えてもらうなかで

「これは面白い」と興味を覚えまして、今、畑を借りてやってい

ます。今は大根を育てながら、春の収穫のためにタマネギをたく

さん植えています。たくさんつくり過ぎると、貯蔵場所となる家

では不評を買うのですが、ご近所の皆さんにお裾分けをすると喜
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んでいただけます。そのように、野菜づくりをしながらインドネ

シアの片田舎の調査を続けてアブラヤシ農園の研究をやっていま

す。

こうしたことをやるなかで、ほぼ 2年前、晃洋書房という京都

の出版社から、それまで 8、9 年、いろんな分野の研究仲間と一

緒にやってきた研究成果をまとめて『アブラヤシ農園問題の研究

Ⅰ、Ⅱ』を出しました。ここでは、26 人の著者が、それぞれ担当

の章やコラムを書いて2冊の本にしています。この内容にも追々、

言及しながら話を進めていきたいと考えています。

今回の講座は 3回にわたって行いますが、初回の今回は 2010

年代前半までパーム油関連産業が伸びていった時期のパーム油の

主要用途、並びにマレーシア・インドネシアでの当該産業部門の

形成・発展についてお話をさせていただきます。第 2、3 回は、

それぞれの回で、またご説明をさせていただきたいと思います。

アブラヤシ、パーム油とは？

アブラヤシ、パーム油とは、どのようなものか。アブラヤシは、

ヤシ科アブラヤシ属の高木で、学名は Elaeis Guineensis、これは

西アフリカ原産のアブラヤシです。もう 1つは Elaeis Oleifera。

これは中南米熱帯域原産です。インドネシア、マレーシア、タイ

等でアブラヤシの実が採られているのは西アフリカ原産の Elaeis 

Guineensisの方です。アフリカの地名が入っていることから、そ

の由来がわかります。アフリカ、中南米が原産で、東南アジアが

原産ではないんですね。東南アジアにやってきたのは 1858 年で
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す。オランダ経由でジャワのボゴールに移植されました。初めは

鑑賞用として栽培されたのですが、アブラヤシは、見て「きれい

だな、南国っぽくていいな」といえるほどのものではないように

思います。よほどココヤシの方がいい形をしていますが、それで

も最初は鑑賞用としてジャワに入ってきて、産業化されていくの

が 20 世紀初めであります。1911 年にインドネシア、北スマトラ

で商業用の大規模農園が開設されます。そこからアブラヤシ、

パーム油産業がインドネシアで始まっていくわけで、100 年以上

に及ぶ歴史をもった産業なのです。少し遅れて、マレーシアでも

1917 年に商業用のアブラヤシ農園が開設されます。戦後、独立後

に、どちらがアブラヤシ、パーム油関連産業をリードしたかとい

えば、マレーシアの方なんですね。1960 年代半ば以降、農園企業

や小規模農家（小農）がアブラヤシ農園を運営して官民の事業体

が経営する工場に原料を供給するという形態で根づいていった産

業です。今も、インドネシア、マレーシアなど東南アジアが主要

生産地で、西アフリカでも生産されていますが、トータルでは東

南アジアが 9割近い生産量になっています。

アブラヤシの生育可能域は、南緯 20°～北緯 17°の間の熱帯地

域とされています。ここで、熱帯の定義は南北の回帰線の間にな

りますが、それにすっぽり入る地域で生育可能な植物です。

苗を植栽した後、3～ 4 年で実（生果房）が生ります。実が生

り始める時期は、採油率（採油重量／生果房の重量）はあまり高

くないんですね。しかも、アブラヤシの実の量も少ない。しかし、

5年、10 年と経つうちに実自体も大きくなり、アブラの含有率も
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高くなる。苗を植栽して 10 年～ 20 年の間が、収量が最も高いと

される時期です。その間、たくさんの実からアブラを搾れること

になりますが、25 年を過ぎるあたりから収量が落ちてきます。し

かも、アブラヤシの木は、ココヤシと同じく樹齢が長くなればな

るほど、樹高も高くなっていく。アブラヤシの実は木の突端に生

りますので、突端から収穫せざるをえません。25 年を過ぎて果肉

の量やアブラの含有率が落ちてくる頃には、収穫もしにくくなっ

てしまっているため、いっそ新しい苗に植替える方が、長期的に

みて収量が上がることになる。そこで、再植＝ replantingが必要

となります。これも大きな問題です。アブラヤシは、苗を植えて

から 3～ 4年は実が生りません。当然、その間は収穫物を売れな

いので、収入が途絶えます。小農は、その 3～ 4 年をどうやって

「食いつなぐ」かという問題に直面する。しかも、一旦、農園の

木を新しく植替えるには樹高も高く幹も太い木を伐採し、重機を

入れて搬出するという作業が伴うので、それに応じた費用も発生

します。

旧い農園の植替えには、もう 1つのやり方がある。薬を注入し

て木を殺すという方法です。殺されたアブラヤシの木が雨風、日

光に晒されるうちに朽ち果てていくのを待つのです。その間に新

しい苗を植えていく。古い木の葉は朽ち落ち、日光が差すので苗

は育っていきます。そういうやり方で再植を進めるやり方もあり

ます。ただ、こうしたやり方には、人体に悪影響を及ぼすのでは

ないか、朽ち果てた植物遺体に含まれる薬剤が土地に吸収され、

新しい苗が育っていくときに毒素が苗を侵すことはないのかと懸
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念されたりします。実際、私が調査に行っていた西カリマンタン

の国営農園会社のアブラヤシ農園ではそれが一般的な再植の方法

だったのですが、近年では法令で禁止されていると聞きました。

アブラヤシの実は、1つの大きな房に 2～ 3cmの小さな実がた

くさんくっついて生ります。これを生果房といいますが、およそ

5000 個の実が房についている状態です。その小さい 2～ 3cmの

アブラヤシの実の中身＝果肉のことを植物学的には「中果皮」と

いいます。そこからパーム油が採れます。また、核（種子）の中

身の内胚乳から「パーム核油」と呼ばれる別の種類のアブラが採

アブラヤシの実の内部

（出所）木田晴康（2021）「第 10章　パーム油・パーム核油の製法と利用」林田秀樹
編著『アブラヤシ農園問題の研究Ⅰ　グローバル編』p.215 より。
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れます。「一粒で二度おいしい」とはあるお菓子のキャッチフレー

ズですが、「一粒から二種のアブラが採れる」のがアブラヤシの

特徴です。

因みに、植物油の原料はいろいろありますが、果実から搾って

それが採れるというのはアブラヤシとオリーブだけです。ほかは

大豆やキャノーラにしろ、すべて種子が原料となっています。

アブラヤシは、収穫後、中果皮内でリパーゼという酵素を分泌

します。特に、成長して背が高くなったアブラヤシの木の突端か

ら生果房が刈り落とされるときに、地面と接触して傷んだ箇所か

らリパーゼという酵素が出て腐食が進むので、早く搾油工程にか

アブラヤシ生果房

（出所）林田撮影。
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けないとアブラの質が悪くなってしまうという特徴をもっていま

す。このため、24 時間以内に搾油工程にかける必要があるとされ

ています。そういう理由があり、搾油工場からさほど離れていな

いところに、たくさん、広くアブラヤシ農園を開いて、その工場

へのアクセスがいい立地でアブラヤシを栽培しないと質の悪いア

ブラしか採れない農園・工場になってしまいます。搾油工場の近

隣地域で、効率的な生産を行うために大規模にアブラヤシ農園を

つくるというシステムをとらざるをえない作物なのです。

アブラヤシ生果房はかなり大きなもので、一房 50kgほどにま

でなるものもあります。核（種子）の殻を内果皮といいますが、

これがあまり分厚過ぎると中果皮の量が小さくなってしまう、す

なわちパーム油が採れる量が減ってしまう。反対に薄過ぎると

パーム油を搾る過程で殻（内果皮）が破損して、うまくパーム核

油を採油できなくなる。パーム核の殻を適切な厚さに保つために、

交配、品種改良の苦労があるという話を聞いたことがあります。

パーム油搾油工場では、トラックに積んで搬入してきたアブラ

ヤシの生果房をスロープから工場内に落とし込みます。工場のな

かにはコンテナがありまして、生果房をそれに乗せて高圧の蒸気

で蒸す過程に付されます。その後房から実を外して、圧搾工程に

かけるのです。

労働集約的なアブラヤシ生産

アブラヤシの栽培・収穫には、多くの土地と労働が必要になり

ます。インドネシアでは、アブラヤシ農園が開発される際に、中
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核となる企業が所有する農園に小農が所有する農園を併設するか

たちで農園開発を行うという方式が政令で定められてきました。

1970 年代末からインドネシアでアブラヤシ農園開発が国がかりで

始められて以降、時代によって割合は異なりますが、例えば企業

側が 4割で小農側が 6割といったかたちで農園の所有比率を定め

て、数千 ha規模でアブラヤシ農園が造成されるという方式がと

られてきたのです。これは、企業内で労働者を雇用して労働を担

わせるだけでなく、「自立して農業を営む小農を育てていく」と

いう趣旨で始められた方式で、PIR（Perusahaan Inti Rakyat）方

式（中核企業－小農方式）と呼ばれます。そのシステムに則って、

アブラヤシ農園開発が進められていく。アブラヤシの生産に多く

必要とされる労働は、そのようにして、企業が雇う労働者と自分

の農園を所有する小農たちによって担われてきました。

アブラヤシ農園で行われる労働のなかで最もたいへんな労働の

1つが、収穫労働です。アブラヤシの木からアブラヤシの生果房

を収穫する際、木が高くなれば、egrekと呼ばれる、長い棹の尖

端に鎌のような刃物をつけた道具でガリッとアブラヤシ生果房の

首に刃を当てて刈り落とすわけです。鎌状の道具の代わりに電動

ノコを突端につけた工具が使用されていることもあるようです

が、あまり普及していないように思われます。いろんなところで

機械化は進んでいますが、大きく人力に依存した栽培、収穫をせ

ざるをえない産業になっています。アブラヤシ農園で収穫労働に

携わる労働者は男性しか見たことがありませんが、皆さん筋骨

隆々です。ジムなんか行かなくても農業で自然に身についた筋肉
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です。それだけ激しい労働であるわけですが、そういう人たちの

労働がアブラヤシ農園の運営を支えているのです。

今から 15 年ほども前でしたが、私も収穫労働に挑戦したこと

があります。何が難しいかといえば、長い棹を操るのがことのほ

か難しい。揺れるんです。まず、先っぽの鎌の刃の部分をアブラ

ヤシ生果房の首にかけること自体が難しい。挑戦して絶対に刈り

落としてやるという覚悟でやりましたが、思うにまかせず、生果

房を1つ刈り落とすまで10分以上かかってしまいました。手伝っ

たのか邪魔していたのか、わからない状態でした。

きつい労働は収穫労働だけではありません。工場に生果房を搬

入するためには、それを刈り落とすだけでなくトラックに積まな

いといけませんが、それもまたたいへんきつい労働です。刈り落

とした場所からトラックの側までは、大きな籠にアブラヤシをい

くつか入れてその籠に取っ手状に付けた紐を頭にかけ背中に背

負って運んだり、日本の工事現場でもよく見かけるセメントを載

せて運ぶような一輪車を使ったりします。それだけではありませ

ん。トラックの近くまで運んだら、次は荷台に積上げなければな

らない。全部、人力です。大きな何十㎏もあるようなアブラヤシ

生果房を、大きな槍のような道具に突き刺して、それをグッと頭

上に抱え上げてトラックの荷台に載せる作業です。私は、これに

も挑戦してみました。最初は 10㎏くらいのものを、次には体感で

40㎏ほどはある大きな生果房を突き刺してトラックに積載する作

業にトライしたんです。腰を痛めてしまうのではないかというく

らいたいへんな作業でした。インドネシア人に心配顔で見られな
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がらそうした作業をしていると、勝手に日本代表になった気持ち

で「負けられへん」と思って頑張り、ようやく 1つ積み上げるこ

とができました。作業を終えてすぐは、疲れでボーッとしていた

だけだったのですが、少ししてから、「パーム油は、こんなたい

へんな作業があって初めてできるものなんだなぁ」と思ったこと

を覚えています。

パーム油の食用油用途と需要の拡大、アブラヤシ農園の拡大

さて、パーム油の用途に話を移していきましょう。

インドネシアのスーパーの商品棚に並ぶパーム油

（出所）林田撮影。



－14－

これは、インドネシアのスーパーの食用油売場で売られている

ペットボトル入りのパーム油です（左側の 2本）。その右隣には、

大豆油が置かれています。10 年くらい前の写真なので、今、値段

は変わっていると思いますが、値札の表示額から 2種類の食用油

（揚油）の間には、2倍以上の価格差があることがわかります。こ

れだけ価格の差があれば、絶対安い方を選びますよね。インドネ

シアは今、経済発展で豊かになってきているといっても、まだま

だ所得水準が低い。日本では若い人から高齢者まで含めて 1人当

りに直せば年間で約 4万ドルの所得ですが、インドネシアではま

だ 4000 ドル台です。豊かになってきているといっても、インド

ネシアのような新興国ではまだ安いものがより多く選好されま

す。

図 1-1は、インドネシアとマレーシアを合わせたアブラヤシ農

園の面積の推移を表したものです。直近のデータをとってみます

と、2ヶ国合わせておよそ 2100 万 haものアブラヤシ農園が開設

されていることになります。2100 万 ha＝ 21 万㎢ですが、日本

の国土面積は 38 万㎢弱ですから、そのおよそ 55％がアブラヤシ

農園になっている計算です。インドネシア、マレーシアそれぞれ

について国土面積との比率をとってみますと、マレーシアの方は

すでに 15％を超える国土が、インドネシアでは約 8％の国土がす

でにアブラヤシ農園になっています。それくらい大きな広がりを

もった農園なのです。

そして、当地のスーパーの商品棚にずらっと並んでいるパーム

油、またインドネシア・マレーシアから世界中に輸出されている
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パーム油も、これまで大半は食用として用いられてきました。油

脂製品にはいろいろな種類がありますが、パーム油の食用油脂と

しての用途は全用途のなかで8割ほどを占めているといわれます。

こうした食用油脂用途での需要が、これまでのパーム油需要を

リードしてきました。そしてそのパーム油需要の増大がパーム油

生産の拡大を導き、引いてはアブラヤシの生産、それを栽培する

農園の拡大をもたらしてきたのです。

原油（粗油）を、脱酸・脱色・脱臭・脱ガムの諸工程を経て精

製した油が、精製油と呼ばれます。これだけで、てんぷら油にな

ります。さらに精製度を上げると「サラダ油」になります。ド

レッシングやマヨネーズなど、食用加工油脂の多くは液状の油か

図 1-1　インドネシア、マレーシアのアブラヤシ農園面積

（出所）  インドネシア農業省農園総局 , Statistik Perkebunan Indonesia, various 
issues, マレーシア・パーム油委員会 , Home Page. より林田作成。
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らつくられますが、なかにはマーガリンのように固体のものもあ

ります。「油」は液状のアブラを、「脂」は固体のアブラを表しま

す。マーガリンは、パーム油以外のアブラ、例えば大豆油とか

キャノーラ油等の液状油に水素を入れて固化し、食塩や香料など

を入れてつくられます。この水素を入れる工程を水素添加といい

ますが、パーム油は基本的にこの工程を経ずとも固体のアブラ

（脂）として使用することができるという特徴をもっています。

ショートニングについても同じです。クッキーを焼くとき、生地

のなかに練り込む固形の粉末状の油脂製品です。因みに、なぜ

ショートニングと呼ばれるかというと、食材をサクサクと砕けや

すくする、すなわち食材を「短くする」＝ ‘shorten’ というのが、

ショートニングの元の意味だそうです。そのようにして、食感の

良さをつくり出すわけです。

食用以外の用途の身近な例としては、石鹸や香粧品の生産のた

めにも再生可能油脂（植物性油脂、動物性油脂）が用いられます。

洗剤、医療用石鹸、化粧石鹸、シャンプー・リンスも植物性油脂、

動物性油脂からつくられます。広範な用途をもっているというの

が、再生可能油脂の特徴です。油脂化成品や、脂肪酸（アブラを

組成している組織を指す言葉）についても、それを単体として製

品化する場合もある。高級アルコール、界面活性剤、可塑剤、こ

れらは、製品化されて様々な工業用原料として用いられています。

実際、どういうものに用いられるか。塗料、インクの生産、繊維

を染色する工程、ゴム、プラスチック製品をつくるための工程に

もアブラが必要です。紙、パルプの生産にも、アブラが用いられ
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ています。鉄鋼、機械金属の潤滑油としても用いられる。多様な

用途をもっているのが、植物性油脂を始めとした再生可能油脂で

す。パーム油もそのうちの 1つであるということ、ここがミソで

す。

ところで、鶴見良行さんが、1982 年に岩波新書で『バナナと日

本人』という名著を残されています。アブラと比べて、熱帯産の

バナナはたいへんわかりやすい。バナナは、たいていそのままで

食べられる。スライスして揚げバナナにするとか、ジューサーに

かけて搾りたてのジュースにするとか、簡単な加工がされる場合

はありますが、それでもわかりやすいし、近づきやすい。日本と

東南アジアとの関係を追っていきやすい作物です。

ところが、アブラは違う。何に使われているかわかりません。

目に見えません。「こんなのにアブラを使っていたのか」という

ものにまで使われています。そのへんが難しい。日常の意識に

上ってきません。インドネシアやマレーシアでは、現地のスー

パーの食用油売り場でパーム油が売られていますが、日本では

売っていません。なぜかというと、パーム油は融点が高いアブラ

なので、台所に置いていると冬場は固まってしまって、ペットボ

トルの容器に入れているとボトルネックで詰まって中身を出せな

くなります。だから、寒い冬のある温帯の日本では一般家庭向け

には売られていない。だから余計に、日本ではパーム油が見えに

くくなってしまっているのです。

しかし、日本でもパーム油を使っているところはある。スー

パーのお惣菜をつくるバックヤードで、あるいはファーストフー
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ド店で揚げ物を揚げる場合に使われています。なぜそこで使える

のか。中食、外食の調理場ではアブラの使用量が多いですから、

そこ向けにパーム油は一斗缶に入れて売られています。それを使

う場合は、缶の蓋を開け、缶自体を温めてやや液化したものをそ

のまま油槽に落とすことが可能だからです。そうすると、ペット

ボトルの場合のように、ボトルネックで詰まって出てこないとい

うことはありません。このようにして、他にも多様な使い方があ

るなかで、パーム油は食用油として多くの需要を獲得してきまし

た。なぜ、食用油としてのパーム油需要が伸びてきたのか。次に、

このことについて考えてみましょう。それは、アブラが何に使わ

れているか見えにくいということと大いに関わりがあることなの

です。

食用油脂としてのパーム油需要の増大要因

―食用油一般の特性から―

食用油脂としての使用が、パーム油の生産の増大をリードして

きたのはなぜか。まず、アブラを需要する側の視点から、パーム

油だけでなく食用油脂一般が兼ね備えている特質に着目して考え

ていきましょう。遠回りするようですが、パーム油がたくさん用

いられるようになった理由は、食用油がどういう性質をもった財

であるかに大きく依存してるからです。

第 1 に、アブラはあまり単体では使いませんよね。アブラを

「ストレートで飲む」ということは滅多にない。アブラは、たい

ていの場合、いろいろなものと組合わされて使われます。ドレッ
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シングをつくる場合、いろんな種類のサラダがあって、「キャベ

ツ主体のサラダならこっちのドレッシングがおいしい」とか、「大

根サラダならこの味のドレッシングだ」など、いろんな種類のド

レッシングがあります。そして、ドレッシングをつくるには食用

油が必要とされるので、ドレッシングの種類の数だけアブラも原

料として使われる機会が生じます。

野菜の組合わせ次第でいろんなサラダをつくることができるの

で、キャベツの収穫量が少なくて値段が高くて買えなくても、他

の野菜を使うことができます。サラダに使う野菜は変わっても、

生野菜をサラダとして食べようとする限り、必ずといっていいほ

どドレッシングが同時に使われ、その生産には絶対にアブラが使

われることになります。

食用油の第 2の特質は、加熱して使われることが多いという点

です。これは、他の財との比較においてかなり際立った性質です。

第 1の特質との関連でいえば、アブラ以外にも、他の財との組合

せで使われることがほとんどという製品はあります。その一例が、

トウガラシです。うどんや粕汁にもかけるし、焼き鳥にもかけた

りする。しかし、加熱しては使われない。アブラの他の商品との

決定的な違いです。改めて考えてみると、加熱の仕方というもの

はそう多くはない。直火で炙るか、熱湯で茹でたり煮たりするか、

油で炒めたり揚げたりするか、およそその 3通りしかない。電子

レンジで「チンする」場合もありますが、これは「加熱」ではな

く、電磁波による分子の運動で温度を上げる方法ですね。

そして、いちばん高温の熱を伝導できるのがアブラです。その
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ことがもっている意味は大きい。なぜ大きいか。様々な食材を揚

げたり炒めたりすることで、水分を飛ばせるんです。水を飛ばし

たらどういう効果があるか。揚げたものを腐らなくする、長持ち

させることができるのです。インスタントラーメンの麺がいい例

ですね。あれは、たいていが油で揚げてつくられています。

食用油の第 3の特質は、食材を固化させるという機能をもって

いるということです。お菓子類では、チョコレートがこの固化機

能を利用してつくられている製品の代表例です。冬場はどんな

チョコでも固いですが、夏場でも今では結構暑くても形が崩れな

い。カレーやシチューのルーも固まっています。これにも、食用

油が使われています。いろんな保存・保形の仕方をするのに使わ

れるのがアブラなのです。

そして、以上 3つのアブラの特質の組合せでいろんな加工食品

がつくられることになります。このように、食用油は、パーム油

に限らず、加工商品をつくる際には欠かせません。便利な加工食

品がたくさん売られていますよね。そういうものをつくる際には、

多くの場合アブラが必要です。

パーム油の優位性

パーム油は、以上のような特質をもつ食用油脂として多く用い

られてきて、再生可能油脂のなかで最大の生産量をもつに至りま

した。しかし、パーム油以外の植物性油脂も、同じように食用油

脂として用いられることが多いわけです。ではなぜ、パーム油が

他に抜きん出て最大の需要を獲得し最も多く生産されるアブラに
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なったのか。他のアブラよりも、いいところがないと消費者にも

企業にも需要されません。パーム油は、大豆油、キャノーラ油等

の他の植物性油脂との「競争」に勝たなければならなかったわけ

ですが、なぜ勝てたのか。パーム油には、他の植物性油脂・再生

可能油脂に比して、優れている点があるからなのです。代表的な

特長を挙げてみましょう。

パーム油の第 1の優れた点は、パルミチン酸という脂肪酸を含

んでいることで、他の食用油脂に比して融点が高いところにあり

ます。加工の工程、分解の工程で、高融点、中融点、低融点のア

ブラに分解することもできるのだそうですが、融点の高いアブラ

をつくることがやりやすいこともパーム油の特質といっていいか

と思います。

融点が高いと何がいいのか。例えば、揚げ物の食感がよくなり

ます。コロッケやトンカツを口に入れて噛んだとき、サクッとし

た歯ごたえをもたらしてくれます。グニャッとしているより、よ

ほど美味しいですよね。また、固化された食品の形を保ってくれ

る点でも、高融点であることは優位点となります。チョコレート

やアイスクリームがいい例ですね。大阪では、チョコレートが高

温の状態で置かれていて溶けてくることを「わく」といいます。

今どきのチョコレートは「わく」ことがあまりありません。パー

ム油がたくさん使われるようになって、暑い日にも形崩れしなく

なったからだと思われます。アイスもそうです。食べる直前まで

冷えた状態で形崩れしていないのが、アイスを食べるときのおい

しさの条件です。気温がそこそこ高温でも、形状を保ったまま固



－22－

化された食品を保存できる。パーム油のように融点の高いアブラ

は、食材の固化機能に優れているのです。

パーム油の第 2の特長は、この固化機能に優れているというこ

とから派生するものです。ショートニングやマーガリンなどの固

形の脂をつくるには、通常、水素を添加して液状の油を固体に固

める工程が必要なのですが、パーム油の場合は、その工程を基本

的に必要としません。その「水素添加」の操作を行う際、「トラ

ンス脂肪酸」が発生します。この脂肪酸を摂り過ぎると、動脈硬

化や心疾患になりやすくなるなど、人体によくない影響が及んで

しまう。大豆油とかキャノーラ油などを固めて使う場合は、そう

したトランス脂肪酸の発生を防ぐことが難しいのです。

しかし、パーム油は融点の高いアブラですから、トランス脂肪

酸ができてしまう工程を基本的に経ずに、マーガリン等の加工油

脂にできるという特徴をもつことになります。そういう点で優位

にあるということです。ただし、パーム油だけを摂っていれば、

それだけで健康になれるということではありません。ただ、他の

植物性油脂より優れている側面があるということです。

先ほど述べた通り、コロッケとかトンカツをお店で買う場合、

サクッとした食感を味わわせてくれるものが美味しいですよね。

サクッとした食感をもたせるために、外食店や中食製造では、か

つては揚げ油に、パーム油以外の液状油に水素を添加してつくっ

たショートニングをわざわざ入れて、揚げ物を揚げることが多

かったのだそうです。それで、トランス脂肪酸がたくさんついて

しまったコロッケとかトンカツになってしまっていた。こうした
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やり方が、2000 年代末くらいから、ショートニング抜きでパーム

油だけを使うという揚げ方にどんどん置き換わってきました。

パーム油は、固形の加工油脂として用いられる場合にトランス脂

肪酸が発生しにくい特性をもっていることで、重宝されるように

なってきたのです。

パーム油の市場

これまで説明してきたように、製品そのものがいいというのが、

パーム油の食用油脂としての需要を伸ばしていく基本的な要因で

した。食用油脂として用いられる場合、他の植物性油脂に比べて

パーム油が優れている。しかし、いくら良い製品であっても買っ

てくれる人がいなかったら売れません。買ってくれる人が多く

なってきたから、パーム油がたくさん需要されるようになった。

では、誰が買ってきたのか。

1990 年代末からグローバルにパーム油に対する需要が大きく

なっていきます。マレーシア、インドネシアからのパーム油輸出

が伸びていくわけですが、そのうち 6 割くらいはアジアの途上

国・新興国からの需要でした。これが大きく効きました。

所得が上がると、肉を食べたい、動物性タンパク質をたくさん

摂りたいと考えるのは人間の一般的な性向です。どんな途上国・

新興国でも、人々はお金が儲かったら、まず牛肉を食べたい、豚

肉や鶏肉を食べたいと思って、儲かったお金で肉を買ってきて調

理して食べるわけです。調理の際は、食肉を熱します。すなわち、

炒めたり、揚げたりします。当然、アブラが必要になってくる。
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豊かになればなるほど、食材が求められるとともに食材を調理す

るためのアブラが求められことになる。特に、アジア太平洋地域

で、この間経済発展を遂げてきた途上国・新興国の所得の上昇に

つれてアブラがたくさん需要されるようになってきたことも、食

用油脂の需要が伸びてきた背景にあります。

ところで、アジアといえば日本もアジアに位置していてパーム

油を輸入していますが、その量はおよそ 70 万～ 80 万 tonです。

マレーシア・インドネシアからのパーム油輸出量全体に占める比

率は 2％ほどに過ぎません。しかし、日本国内でも、パーム油の

輸入や使用の問題はいろいろ話題になっています。「熱帯雨林を

破壊してつくられたパーム油なんて、使ってはダメですよ。パー

ム油を使ってない商品を買うようにしましょうね」というキャン

ペーンが NGOなどで行われることもあるのですが、「日本でパー

ム油を使うなら、せめて環境破壊をなるべくせずに現地の人々の

生活を阻害しないかたちで生産されたパーム油にしよう」という

運動をしている団体もあります。こうした取組みはたいへん貴重

なものですが、そのように日本人が頑張ったとしても、わが国の

輸入量は世界市場の 2％に過ぎません。こういうことが何を意味

しているかも、この講座で考えていきたい。

「日本は OKなんだ、日本の市場は小さいから熱帯林破壊に強

い影響力をもっているわけではない。だから OKだ」という話で

もないんですね。『アブラヤシ農園問題の研究Ⅰ』のなかで私が

書いた 3章、4章を読んでいただきたいのですが、日本からは当

地のパーム油関連産業に投融資がたくさん行われています。アブ
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ラヤシ農園を開発する会社、パーム油を生産・精製する会社、加

工する会社が儲かるからというので、メガバンクを始め日本の金

融機関が多額の投融資をしています。日本での投融資は儲からな

いが、新興国の東南アジアでは、パーム油関連産業が伸びている

ので、そこで収益を上げようということでしょう。こういうやり

方は、経済合理的なものなのでしょうが、いかがなものでしょう

か。私は考え直さないといけないと思います。そういう面も含め

て、日本に住む者がこの産業にどう関わっていくべきかも考えて

いきたいと思います。

具体的なデータをご紹介しますと、南アジア、インド、パキス

タンのからのパーム油需要が結構大きい。1980 年代以降、東アジ

ア・太平洋地域や南アジア地域は、世界平均よりもずい分高い経

済成長率を達成してきました。日本も含めた東アジア地域全体の

経済が、世界平均より高い成長率を達成していることがおわかり

いただけると思います。各地域での長期的な 1人当り所得をみて

も、東アジアはどんどん増えていき、近年、世界平均を抜きまし

表 1-1　アジア・太平洋地域と世界の年平均経済成長率
（1980-2021 年：2015 年固定価格，単位：％）

東アジア・太平洋 南アジア アジア・太平洋 世界

実質 GDP 4.87 5.55 4.93 2.96

1 人当り
実質 GDP

3.8 3.67 3.54 1.53

（出所）世界銀行、World Development Indicators. より林田作成。
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た。南アジアは、まだ所得水準自体は低いのですが、経済成長を

遂げていく過程で、安いアブラを使いたいという需要が大きく

なっている地域なんですね。

人口を集計してみるとアジア太平洋地域は 45 億である一方、

欧州、アフリカ、中南米を合わせても 30 億少しですね。1.5 倍く

らい差があるわけです。中南米には地場のパーム油産業がある。

ここには東南アジアからほとんど輸出はされていません。アフリ

カでもパーム油を産出するのですが、当地でもそこから比較的近

い欧州市場でも、パーム油の多くは東南アジアからの輸出によっ

て供給されています。

パーム油生産増大の供給側要因

これまでは、なぜパーム油が用いられるようになってきたのか、

誰が用いるようになってきたのかについて、需要側からのパーム

油生産増の要因を考えてきましたが、今度は供給側からこの問題

をみていきます。

第 1に、インドネシア・マレーシアの歴史に根差す要因が挙げ

られます。両国がパーム油の供給面でもっている特徴は、東南ア

ジアのなかでこの 2 国に限っての話ですが、企業によるプラン

テーション経営＝農園経営という農業の形態が根づいてきている

点です。それは 1つの文化になっていて、いろんな作物がつくら

れてきました。ごく身近な作物でいえば、ココヤシ、サトウキビ

からつくる砂糖、ゴム、タバコなどです。どのような換金作物を

生産するにしても、組織だった企業経営によって運営される農
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園・農業が根づいてきている。そうした企業農園の周りの小農の

人たちも、あるときは企業に雇われ、あるときはそうした経験を

もつ知り合いから見聞きするなどして、当該作物の栽培方法等を

自分で学び、「これは儲かる」となったら自分で土地を工面して

農園を開いて作物をつくってきたという経験をもっている。企業

と小農が、ある意味で相携えて、様々な換金作物をつくってきた

のが、19 世紀後半以降のマレーシア、インドネシアであったので

す。インドネシアでは、オランダ資本の、マレーシアでは英国資

本の大きな農園会社がかつてはあって、大きな影響力をもってい

ました。それをインドネシアは 1957 年頃にすべて国営化したの

ですが、今ではすでに国営農園会社の比重は落ち、代わって民営

農園企業の影響力が大きくなっています。マレーシアは独立後、

「ブミプトラ政策」と呼ばれているマレー系優遇政策を展開する

なかで、徐々に農園企業の資本所有を「マレー化」してきました。

そのように、農園企業の所有・経営の実質は変化してきているも

のの、企業形態での農園経営という伝統は受継がれてきているの

です。

第 2のパーム油生産増の供給側要因は、マレーシア、インドネ

シア両国政府によって実施されてきた政策によるものです。マ

レーシアのブミプトラ政策では、華人系、インド系の人たちより

経済的に苦しい立場に置かれていたマジョリティのマレー系の人

たちの所得水準・経済的地位を上げていくことを目的に、マレー

系の人が多く住まう地方部の開発が進められていきます。そこで

導入されたのがアブラヤシ農園開発です。
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インドネシアでは 1970 年代から、地方の農業開発が政策的に

進められていきます。その代表的な例が、スハルトという第 2代

大統領に代わってから盛んに行われるようになった「移住政策」

です。これは、元々植民地期から行われていた政策ですが、人口

稠密で過剰なジャワ島の農村部から、スマトラとかカリマンタン

等の他の島々（外島部）への移住を手助けして、そこで農業を営

ませて定住を促す政策を展開していったのです。当初は、彼ら移

住民によって営まれる農業は、稲作やゴム農園が中心だったのが、

やがて 1970 年代の後半頃から、ジャワの農民たちが外島部でア

ブラヤシ農園を開発してアブラヤシの栽培を行っていくようにす

る政策が実施されるようになっていきます。そうした国家による

支援策が、パーム油・アブラヤシ生産を支える土台となっていっ

たのです。

パーム油の価格競争力

このような供給・生産主体の問題、生産主体を支援する政策の

問題と併せて、パーム油は安く生産・供給できるという要因が、

パーム油の生産増大にははたらいていました。

パーム油の価格が他の植物性油脂に比して低い要因として、ま

ず、パーム油の単位面積当りの生産性が他の植物性油脂に比して

高いことが挙げられます。一定面積の農園で平均的に収穫される

油種から採れるアブラの量が最大なんです。大豆油と比べると 7

倍以上、キャノーラ油と比べても 3倍以上の採油率の差がありま

す。一定面積で収穫された油種から採れるアブラの量には、これ
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だけの差がある。同じ量のアブラを得ようとすれば、アブラヤ

シ・パーム油の場合、土地が相対的に少なくてすむ。東南アジア

でパーム油を生産し、先進国で大豆油を生産する場合、土地の値

段が同じだとしても、アブラの土地生産性に違いがありますので

パーム油は有利なんですね。むしろ実際、土地取得費用はマレー

シア、インドネシアの方が、ヨーロッパやアメリカより安く済み

ますから、パーム油の方がより有利になります。

加えて、人件費が安い。何十 kgもあるアブラヤシ生果房を収

穫したり運搬したりというきつい労働に携わる農園労働者たちの

賃金、いくらくらいだと想像されますか。彼らの労働は、すごく

過酷な労働です。いつも授業で学生諸君に聞くのですが、これま

で正解してくれた学生はいなかったですね。インドネシアの例で

いえば、収穫労働と運搬労働が特にしんどい労働なので給料がい

いのですが、それでも月々 3万円ほどの稼ぎにしかなりません。

そういう人たちが大勢働いてアブラヤシを生産しているわけで

す。

以上のように、パーム油は他の植物性油脂より価格面でそもそ

もから優位にあったわけですが、1997 年、マレーシア、インドネ

シア、タイでも通貨危機が発生してこの状態にさらに拍車がかか

ります。当時、東南アジア諸国に投機目的の短期資本が大量に流

入してきていたのですが、そうした投資を行っていたヘッジファ

ンドと呼ばれる機関投資家が、当事国の為替レート制度を突き動

かすことで巨額の収益を上げようとして、結果的にリンギ、ルピ

アの貨幣価値が対外的に大幅に下落してしまった事件でした。こ
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れを契機に、インドネシアは経済的混乱、社会的動乱の状態に陥

り、30 年以上にわたって独裁政権を保ってきたスハルト政権が翌

1998 年に崩壊に追い込まれることになります。そのとき、現地通

貨であるマレーシア・リンギとインドネシア・ルピアは、対ドル

価値をそれぞれ 4分の 3程度、4分の 1程度にまで激落させると

いう経験をしています。

こうなると何が生じるか。国際市場でインドネシア、マレーシ

アの産品の価格競争力が格段に上昇することになります。円安に

なった日本の財・サービスへの需要が、世界市場で増大するのと

同じです。それとは逆に、1985 年のプラザ合意以降、円高になっ

て日本から輸出すると世界市場で売れない、儲からないというの

で日本の企業が海外に出ていって事業を展開していくことになり

ましたね。当時、日本国内の「産業空洞化」が喧伝されました。

東南アジア諸国の経済成長はそれを契機に加速していったわけで

すが、それとは逆の現象が生じる。国際市場でパーム油をそこそ

この安値で売っても、国内の生産者は十分稼ぎを上げられる。そ

ういう状態が現出されたのが、1990 年代末の通貨危機でした。以

上が、パーム油の需要と生産が急増していった背景です。

パーム油生産の急拡大がもたらしたもの

―経済・農業の偏り―

さて、以上のような諸要因がはたらいて、世紀転換期から 2015

年頃まで、パーム油は主に食用油脂として世界的に大量の需要を

獲得し、それに応じてインドネシア、マレーシア国内でパーム油
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生産の急増とアブラヤシ農園の急拡大がもたらされることになり

ました。そのことでインドネシアの農業と経済はどのように変化

してきたのかに関するデータを確認しながら、同国におけるパー

ム油関連産業のあり方について考えてみたいと思います。

パーム油は儲かりました。現在でも儲かっています。したがっ

て、そこに資本を投入しようという圧力がかかってきます。その

結果、偏った構造をもつ農業・経済が現地ででき上がってしまっ

ています。

土地をどう使うかについてみてみると、先ほども述べた通り、

マレーシアでは国土面積の 15 ～ 16%が、インドネシアでもおよ

そ 8%がアブラヤシ農園として使われています。大切な土地を、

こんなに偏った使い方をしていいのか、1つの作物だけを生産す

るために使っていいのかという問題があります。皆さん方、海外

旅行でマレーシアに行かれるとき、あるいはマレーシア経由で他

の国に行かれるとき、クアラルンプール空港周辺の風景を上空か

らご覧になったことがありますか。マレー半島部のその辺りは、

見渡す限りアブラヤシ農園です。半島部の農用地が飽和していっ

て、農園開発の波がボルネオ島のサバ州・サラワク州にどんどん

移っていくことになりますが、そちらの方でもずい分とアブラヤ

シ農園化が進んでいます。

ここからはインドネシアに限定した話ですが、土地を利用する

農業部門の付加価値生産額に関する直近 2021 年のインドネシア

中央統計庁（BPS）のデータをとってみると、食用作物（米麦等

穀類、芋類）が約 441 兆ルピア、日本円にして 4兆円ほどです。
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園芸作物（野菜、果物）は約 262 兆ルピア、それに対して農園作

物（換金作物）、ここにアブラヤシが含まれるわけですが、その

付加価値額は約 668 兆ルピアです。農業部門の全付加価値額のお

よそ 5割が、農園作物の付加価値額によって占められていること

になります。農園作物のなかには、もちろんゴム、コーヒー等も

入っていますが、大半はアブラヤシと考えていい。それほどの偏

りを生んでしまっているのです。

インドネシアの主食は米ですが、今も国内で自給できていませ

ん。タイ、ベトナム等からの輸入に一部依存している。ではなぜ、

農民たちは米を国内自給できるほどつくらず、農園作物ばかりつ

くっているのか。答えは簡単で、農園作物の方が儲かるからです。

儲かる方にみんな動いていくんですね。「儲かるからいいじゃな

いか。それだけ企業も農民も豊かになっているから、いいこと

じゃないか」と思われるかもしれませんが、それが非常に偏った

農業というかたちになって現れてきているのです。

次に、農園企業の数についてみておきましょう。企業形態で農

園経営をする文化が、インドネシア、マレーシアには根づいてい

るといいましたが、インドネシアに限ると、数ある農園企業の大

半がアブラヤシを栽培する農園を経営している企業です。2021 年

に、その数は 2892 社あって、2 位のゴムを製造する農園企業の

324 社を圧倒しています。茶、コーヒー、カカオを生産する企業

は 3桁にも及びません。まさに、桁違いの話なのです。

農園作物の栽培面積は、2021 年のデータではアブラヤシが約

1466 万 haです。それに対してココヤシはどれほどか。島崎藤村
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の「椰子の実」という作品でもよく知られていて、南国のヤシと

いえばココヤシというイメージだと思いますが、それを栽培して

いる面積は、インドネシアではアブラヤシの 4 分の 1 以下の約

337 万 haです。ゴムはこれより広い 377 万 haですが、100 万 ha

台のコーヒー、カカオ等々の農園とは、こちらも桁が違うレベル

の差なのです。ずい分とたくさんの土地が、アブラヤシをつくる

ために使われています。

小農所有の農地に限って農園作物ごとの栽培面積をみると、ア

ブラヤシが 6089 万 ha、ココヤシが 3344 万 ha、ゴムが 3422 万

haとなっていて、アブラヤシ農園の面積が圧倒しています。

インドネシアの輸出額全体のなかで、パーム油の輸出額が占め

る比重はどれほどかについてみておきましょう。いろんなものを

インドネシアは輸出しています。かつては石油を始めとした化石

燃料が大きな割合を占めていました。今でも、石炭が大きな輸出

の目玉になっていますが、工業製品・製造業品の割合が高くなっ

てきています。一方、パーム油の輸出が総輸出額に占める比率も

増々高くなってきています。2000 年前後は 2%ほどであったのが、

今では 10％を占めるに至っています。一方、マレーシアは、2010

年頃 8%に迫ろうかという時期もありましたが、最近はその半分

ほどのレベルに落ちてきています。そのことと対比しても、イン

ドネシアが、アブラヤシ・パーム油に著しく依存した農業・経済

になってきている傾向が明確に窺えます。
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経済・農業の偏った構造がもたらすもの

インドネシアの農業・経済の偏重は、どのような影響を農業・

経済自体にもたらすでしょうか？　まず、一旦、外生的なショッ

クが起きてパーム油関連産業が壊滅的な打撃を受けると、それだ

け農業と経済が大きな打撃を被ってしまうことが挙げられます。

アブラヤシは、単年生ではなく多年生作物なので苗を植えて 3～

4 年、じっと待たないといけない。桃栗 3年、柿 8年といいます

が、実が収穫できるまで待たないといけない植物を、「最近受粉

がうまくいかず生果房の収穫が激減しているから」、あるいは

「パーム油の大市場である大国と外交関係がうまくいかず輸出が

大幅に制限されるようになってアブラヤシ生果房の相場も下がっ

たから」などという理由で、「来年から違う作物に変えようか」

ということは容易にはできないんです。コストがすでにずい分と

発生してしまっているからです。アブラヤシ農園が広がり過ぎる

と、「別の作目の方が、市場価格がいいから乗り換えよう」と思っ

ても、なかなかそうはいかない。硬直的な農業・経済になってし

まいかねないということです。

インドネシア国内の農業・経済のアブラヤシ・パーム油産業へ

の偏重に対し、政府はいかなる対応をしているでしょうか？　企

業も小農も含めての話ですが、国内の巨大な利益複合体が生み出

され存在感を増してきているなかで、「アブラヤシがコケたら、

みなコケた」という状態になっては困るから、国が支えざるをえ

ない状況が現出されてしまっています。こういう偏重は、本来で

あれば解消していかないといけない。国内の巨大な利益複合体、
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引いては産官癒着が生み出され、農業・経済を硬直的にしてしま

いかねないからです。硬直的にならずに、収益が見込める他の作

目に、小農や農園企業が自然に移動していけるような柔軟さを確

保しなければならないのですが、そうはなっていないのが、今の

インドネシアの実状です。実際に硬直的になってきてしまってい

る。何のためか。ここまで産業自体が大きくなると、業界、小農

からの圧力が高まります。国も地方も、作目の多様化に向けて大

きく方向転換していこうとすれば、「我々を見捨てるのか」とな

りかねないわけです。

アブラヤシ・パーム油関連産業の就労人口は、1700 万人に上る

とされています。インドネシアの人口 2億 7 千数百万人のうち、

5割少しが生産年齢人口です。約 1億 4000 万人が労働市場に出て

働くことが可能だという状態です。失業している人もいますが、

労働力になりうる。そのうちの 1700 万人といえば、10％を超え

ているんです。だから、つぶすにつぶせない。政府は、その圧力

に応じてアブラヤシ・パーム油産業を保護する政策をとってしま

うことになります。実際、とってしまっています。そうすると、

偏重をさらに一層昂進させてしまう事態になる可能性が高い。そ

うした偏りを、どうすれば抑制できるか、これから考えていかな

いといけない問題であるということです。

以上から、来週の話につなげていきたいと思います。今日は、

ご清聴いただきどうもありがとうございました。
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第 2回
2010 年代半ばの転換点

―パーム油の需要・供給・環境面の制約の顕在化―

人文研連続講座の第 2回を始めさせていただきます。今回も、

ご来聴ありがとうございます。前回の話を振返りながら、今日の

話をしていきたいと思います。

前回は、どのようにインドネシアの国内にアブラヤシ・パーム

油産業に関わる利益複合体ができてきているか、どれほどの規模

の就労者が当該部門並びに関連産業に職を得ているかなどについ

てお話ししました。インドネシアだけでなく、マレーシアにも大

規模な農園企業と関連企業があり、それら企業が所有している農

園の面積、搾油工場の処理能力、投下された資本の額、雇用して

いる労働者の数、取引先の小農との関係等が、増々大きな規模に

なってきている。国の経済を支える基幹的な産業として、この産

業部門の存在を政府は無視できなくなっています。

マレーシアの農園企業・パーム油関連産業

マレーシア、インドネシアの色合いの違いをご紹介しますと、

マレーシアでは、英国資本の農園企業が植民地期から創業してい

ました。1957 年にマラヤ連邦として独立した後も、英国籍の企業

が農園企業としてマレーシア国内で活動していたのですが、現地

のマレー人の経済的な地位を引上げようという政策、一般に「ブ
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ミプトラ政策」と呼ばれるようになった政策が進められていくな

かで資本所有の構造も英国人からマレーシア現地の人々へと比重

が変わってきています。いわば、資本の「マレー化」が進んでい

るんですね。また、垂直的統合が進んでいることが顕著な特徴と

して挙げられるのですが、ずい分と下流の産業まで進出している

企業も兼ね備えて 1つのグループをつくっているのがマレーシア

のアブラヤシ・パーム油関連産業の特徴です。精製、加工、その

下流の部門にも及ぶ構造をもっている。それと、海外進出も盛ん

に行っています。

どこへの進出かというと、まずは隣のインドネシアです。イン

ドネシアで泥炭湿地を大規模に乾地化して農園開発、アブラヤシ

栽培を行う際、ずい分とひどい害を自然にも人間にも及ぼす「煙

害（ヘイズ）」といわれる大気汚染を引起こして近隣諸国から非

難を浴びることが多い。マレーシア、シンガポールやときには

オーストラリアまで、乾地化された泥炭地で発生する火災による

煙が流れていって、気管支系をやられる人が増えるなど人体にも

少なくない影響を及ぼすような煙害が発生することがあります。

「インドネシアは何をやっているんだ。自然破壊を進めるような

開発の仕方でいいのか」とシンガポール、マレーシアから非難を

浴びることがあります。しかし、火災が発生した地域にマレーシ

ア資本が開いた農場があったりするそうです。「あなたのところ

の資本が開いた農園ではないか」とインドネシアの世論から反発

されることもあります。

インドネシアに加え、パプアニューギニアやアフリカにまで資
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本を投じてアブラヤシ農園を開いていこうとする動きがマレーシ

ア資本のなかにはあります。そのなかには、インドネシアとマ

レーシアとの間の微妙な条件の差異を利用して事業収益を上げて

いこうとする動きもあるようです。今日の話のなかで、そうした

ことにも言及できればと思っています。

インドネシアの農園企業・パーム油関連産業

一方、インドネシアについては、特に華人系の財閥がそのグ

ループ内に基幹産業部門として農園企業、パーム油関連企業を抱

えているケースが多くあります。もちろん、財閥グループには属

さない独立系の企業もあるようですが、大手となるとそうした財

閥系のプレゼンスが高い。インドネシアは、1997 年に始まったア

ジア通貨危機、前回、国際市場におけるパーム油の価格優位を現

出させた要因の 1つとしても挙げましたが、その通貨危機によっ

て生じた経済的混乱、それが大きな社会的な動乱にまで発展して、

時のスハルト政権、30 年以上にも及んだ強圧的な政権が崩壊する

という事態が起こりました。その後、いろんなかたちで民族間の

対立、宗教間の対立が発生し、その対立のなかで少くない人たち

が命を落とすという残念な事態が起こりました。都市部では、華

人系の人たちが襲撃を受けるということがありました。インドネ

シアでは、華人系の人たちの人口比率は決して高くないのですが、

それらの人々が財閥系以外でも事業で成功している例は少なくあ

りません。他の東南アジアの国々や台湾にも同胞との広範なネッ

トワークがありますから、ビジネス上有利な立場にある。「彼ら
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は儲けている。我々は通貨危機でこんなに困窮に喘いでいるのに」

という思いからか、ジャカルタでは華人系の人たちの営む店が襲

撃されたりすることもありました。そうしたとき、華人系の資本、

特にアブラヤシ農園を経営する企業が、本籍をシンガポールに移

した。より安全だし、資産運用もうまくできるということでシン

ガポールに資本を移す、本社機能を移すことが、いくつかの企業

でみられました。その点では、インドネシアにとっては外国企業

になったわけですが、インドネシア出自の農園企業がシンガポー

ルに籍を置いてインドネシアに投資をする。マレー系の地域のな

かではありますが、東南アジアでの広がりをインドネシア農園企

業も構築してきているといえます。

ともあれ、こういう大きな企業グループができ上がっています

ので、その力、意向を無視して国が経済政策、パーム油・アブラ

ヤシに関連する政策を進めていくことはできないんですね。それ

に依拠してこれからの経済を展望していくことが、インドネシア

政府に求められている。マレーシアについても同様です。そうし

たことがあって、インドネシア国内で 1700 万人くらいの労働力

吸収の規模にまで及んでいるアブラヤシ・パーム油関連産業を重

視した政策をとらざるをえない状態になっていることをご承知置

きいただければと思います。

以上のお話は、その多くを林田秀樹編著『アブラヤシ農園問題

の研究Ⅰ【グローバル編】』という本のなかで、高知大学の岩佐

和幸さんという方と東京大学名誉教授の加納啓良さんが書かれた

第 5、6 章に負っています。マレーシア、インドネシア、それぞ
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れのアブラヤシ・パーム油関連企業について詳細をお知りになり

たいという方は、ぜひその本を手にとっていただいて、できれば

お買求めいただいて、それらの章をお読みいただきたいと思いま

す。ともあれ、今ご説明したようなグループができ上がっている

ことをおわかりいただければと思います。

油脂製品の種類、植物性油脂の用途

この講座の全体テーマは「パーム油の用途／産業のあり方を考

える」ですが、ここからは直接その問題について考えてみたいと

思います。1960 年代末頃から、まずマレーシアで、それに 10 年

ほど遅れてインドネシアでアブラヤシ農園が盛んに開発されてい

きました。そして、そこで収穫されたアブラヤシを原料にパーム

油が生産され、主に海外の市場に輸出されることによって、両国

内のアブラヤシ・パーム油関連産業が急激に成長していきました。

インドネシアについては、国内の市場が大きかったので、輸出の

伸びによってアブラヤシ・パーム油関連産業が伸びていったのは、

アジア通貨危機後の混乱が落着きをみせ始めて以降、2000 年代に

入ってからのことでした。そこでの輸出の伸びは、海外で主に食

用油、食用加工油脂として用いられることによって引起されてい

きました。前回もお話しした通り、8割を超える需要はこうした

用途に向けられていたのです。

どういうものにパーム油が姿を変えて私たちの食生活に入って

きたかについては、前回お話させていただいた通りですが、植物

性油脂一般の用途には、食用以外に洗剤や石鹸、香粧品（香水、
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化粧品）等があります。最終材としてこれらの用途は我々にとっ

て身近なものですが、このほかに、「油脂化成品」と総称される

用途があります。紙やパルプ、塗料をつくるとき、ゴムを生産す

るにも必ず、こうした製品が必要となってきます。その油脂化成

品の一部に、もう 1つの用途としてバイオディーゼル燃料があり

ます。この用途のシェアが、この間、上昇してきています。パー

ム油のバイオディーゼル燃料としての市場は、従来から、ヨー

ロッパが大きな比重を占めてきたのですが、近年、「パーム油は、

熱帯林を切り拓き自然を破壊することによってつくられた油では

ないか。いくら再生可能油脂であるとはいえ、そうした原料をバ

イオディーゼル燃料として用いることは自然保護の趣旨に反す

る」という理由で、そうした用途での使用が先細りになってきて

いまして、近い将来、バイオディーゼル燃料としての輸入はやめ

るということで、インドネシア、マレーシアと EUとの間でコン

フリクトが起こったりしています。

それでは、どこでパーム油はバイオディーゼル燃料として多く

使われるようになってきているのか、その用途の占める割合が大

きくなってきているのはどこか。この話を今回、皆さんにご紹介

していきたいと思います。

ところで、今回の講座のテーマは、「2010 年代半ばの転換点―

パーム油の需要・供給・環境面の制約の顕在化―」としています。

2010 年過ぎくらいまでは順調に速いスピードで需要と生産を伸ば

してきたパーム油でありましたが、2010 年代半ば頃から、海外で

の、すなわちマレーシア、インドネシア以外の国々でのパーム油
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需要に総体として陰りがみえてきました。現在、パーム油の需要

面での制約が顕在化してしてきているといえます。そして、この

需要制約の顕在化と、パーム油のバイオディーゼル燃料としての

使用とが少なからず関係しているのです。ともあれ、パーム油関

連産業の現局面を規定している制約要因について、順にみていき

ましょう。

アブラヤシ生産の環境制約

―東南アジアでの農園拡大の特殊性―

講座の副題に書いた順番とは逆になりますが、この間顕在化し

てきているアブラヤシ生産の環境面での制約について、まずお話

ししたいと思います。これは、特にインドネシアにおいて顕著に

なっている現象です。

まず、迂遠なようですが、東南アジア、具体的にはインドネシ

ア、マレーシアでのアブラヤシ農園造成がいかに地理的負担の大

きなものであるかについてみておきましょう。その農園開発が当

地の用地利用、土地利用にどれほどの負担を与えているかという

問題です。

アブラヤシの生育域は、南緯 20°から北緯 17°の間とされてい

ますが、世界全体の陸地面積からすると広い面積が生育域となり

ます。世界全体では、アブラヤシが栽培されている面積は現在お

よそ 2870 万 haあるのですが、そのちょうど 4 分の 3 に当る約

2140 万 haが東南アジアに集中しています。

図 2-1をみてみましょう。これは、東南アジア、アフリカ、中
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南米それぞれの地域で、アブラヤシの「収穫面積」とアブラヤシ

生産国の国土面積の総計との比率の推移をみたものです。赤のグ

ラフが東南アジアで現在ではおよそ 6.7％です。しかし、アフリ

カは 0.6％、中南米に至っては 0.1％を少し超える程度です。東南

アジアにおいては、アブラヤシ農園の面積が広いことに加え、逆

にアブラヤシが栽培されている国々の国土面積は、アフリカ、中

南米と比べて相対的に狭いんです。インドネシアの国土面積は日

本の 5倍あって狭いわけではないのですが、東南アジア地域のア

ブラヤシ生産国の国土面積の総計（5ヶ国・319 万㎢）は、他の 2

大陸でアブラヤシを生産している国々のそれ（アフリカ：23 ヶ

国・916 万㎢、中南米：13 ヶ国・1473 万㎢）と比べるとずい分限

定された面積でしかありません。こうした要因が重なって、図 2-1

（出所）  世界銀行；World Development Indicators，国連食糧農業機関；FAOSTAT，
より林田作成。

図 2-1　世界各地域のアブラヤシ農園面積／国土面積
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で示した東南アジアの値が他の 2地域に比べて格段に高いものと

なっているのです。

アフリカや中南米にはそれぞれ植物・動物の固有種があり、互

いに異なる生態系が広がっている。もちろん、東南アジアにも固

有の生態系があるわけですが、アフリカや中南米と比べて面積の

狭い地域でアブラヤシ農園開発が特定局所に集中していくと、熱

帯林が農園開発の対象地になる場合、そこの自然だけが他に比し

て集中的に損なわれていくという現象が生じてしまいます。その

東南アジア地域でアブラヤシ・パーム油の大半が生産され、世界

各地域に輸出されていっているわけです。ヨーロッパに近いアフ

リカにも、中南米に近い北米にも、より遠い東南アジアのインド

ネシア、マレーシアからパーム油が輸出されているのが現状です。

さて、世界的なアブラヤシ農園の偏重が、東南アジア現地の農

業・経済にどのような影響をもたらすかについて考えてみましょ

う。自然に対しては、熱帯林の消失が局所的に進んで東南アジア

固有の植生、生態系に影響が及んでしまうことに加え、泥炭湿地

など、本来アブラヤシ農園に不向きな地質をもつ地域でも乾地化

されたうえで農園開発が行われるようになり、火災、煙害が発生

して自然や社会環境の破壊が進んできているという問題が挙げら

れます。また、東南アジアから世界各地に向けてパーム油を輸送

するためには、化石燃料の消費が欠かせません。パーム油を積む

タンカーは、重油で走らせなければなりません。それで化石燃料

の消費が進み、炭素排出量を増大させてしまうことにもなります。

こういう観点からも、偏重を解消する必要があるといえるかと思
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います。

インドネシア・マレーシアでのアブラヤシ農園拡大と泥炭地火災

現在、インドネシアのアブラヤシ農園面積はおよそ 1500 万 ha、

マレーシアのそれは約 600 万 haとなっていますが、それらの農

園面積が両国の国土に占める比率を示したのが、図 2-2です。直

近では、インドネシアが 8％、マレーシアはその倍の 16％という

高水準に達しています。また、地域別にアブラヤシ農園の面積を

集計してみると、インドネシアでは同じく直近で、スマトラ島が

約 800 万 ha、カリマンタン島が約 600 万 haとなっています。こ

れらのうち、スマトラ島のリアウ州が州別で第 1位、カリマンタ

（出所）  世界銀行；World Development Indicators，国連食糧農業機関；FAOSTAT，
より筆者作成。

図 2-2　インドネシア・マレーシアのアブラヤシ農園面積 /国土面積
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ン島の西カリマンタン州や中カリマンタン州も上位に入ってくる

のですが、これらの州には泥炭湿地が広く分布していて、先ほど

触れた火災・煙害の問題が発生しているのです。

マレーシアでは、地域別のアブラヤシ農園面積は 2010 年過ぎ

にボルネオ島部がマレー半島部を上回るようになります。かつて

は、山崎朋子さんの『サンダカン八番娼館』で有名なサンダカン

という街があるサバ州で開発が盛んでしたが、同州は面積が小さ

く、現在では西側のサラワク州の方がアブラヤシ農園の面積が大

きくなっています。そのサラワク州にも、泥炭湿地帯が分布して

います。泥炭地だけでアブラヤシ農園開発が行われているわけで

はありませんが、特にミネラル質の土壌で、アブラヤシ農園の用

地がなくなってくると泥炭地を乾地化してアブラヤシ農園にして

いこうという動きが出てきてしまう可能性がゼロではないという

ことです。

泥炭湿地帯では、植物遺体が分解されずに堆積しています。そ

こを農地として利用しようと思えば、水を引かないといけない。

水を引くと、植物遺体は分解されて土になることなく、カラカラ

の枯れ葉とか枯れ木が積み重なっている状態で現れてきます。そ

こにちょっと火が入ると、その火が大きく燃え広がってしまうこ

とになりかねません。そうしたところにアブラヤシの木が植えら

れても、土地の泥炭地自体が乾地化されてしまっている状態です

から、火が入ると延焼して煙が広がり「煙害」を発生させてしま

います。泥炭地に火が入って燃え上がってしまったとき、大気中

に排出される微粒子は比較的に長時間大気中に滞留することにな
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ります。すぐ地面に落ちないんですね。何日間か粒子が大気中に

滞留すれば、そのまま地表に落ちることなく遠くまで流れていっ

てしまうといったことが生じます。それで、インドネシアだけで

なく、近隣諸国で煙害の被害が広がるわけです。シンガポールや

マレーシアはもちろん、オーストラリアの方まで煙が流れていく

こともあります。煙害が発生すると、単に視界が悪くなるだけで

なく、その煙を吸込むことで気管支が侵されてしまい、程度が激

しいと障害が残るといわれます。また、粒子の滞留による光の屈

曲具合で、辺りの景色が真っ赤に染まってカメラに映るといった

地獄絵をみるような現象が生じることもあるそうです。空気中に

滞留する太陽光のなかの赤い光だけがカメラで捉えられるような

状態といいます。見た目は赤で塗っているような状態にしか映ら

ないのですが、実際にそういう風景が撮られるときがあるという

ことです。

さらに、乾地化された泥炭地で火災が発生することで、そこに

植えられたアブラヤシの木が燃えてしまうこともあります。また、

湿地帯の水を抜いてアブラヤシの木を植えて、実を収穫できて

パーム油が採れたらまだしも、湿地帯の土壌がやられてしまうう

えに、折角植えたアブラヤシの木が燃えてなくなってしまう。こ

れで儲けようという行為が、自然と自分の生活を破壊してしまう

という現実ですね。そうなると、自然にも人の経済状態にもダ

メージを与えてしまうという皮肉な結果だけが残されてしまうこ

とになります。

煙害が発生しているときは、通学途中の子どもたちも煙を吸い
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込むことになってしまいます。あまりの煙にマスクをして通学す

ることもあるようですが、煙がひど過ぎると休校になります。こ

れは、シンガポールやマレーシアでも同様です。窓を閉切って家

のなかにいる方がいいというわけです。小さい子どもは気管支も

弱いですから、気管支に受けるダメージで常時咳込むという障害

が残るということもあるようです。1 ～ 2 週間、煙害で休校に

なってしまうことがあるそうですが、そうなると勉強できないで

すよね。長く学校に行けないと、子どもたちが可哀相です。

衛星写真で見てみると、泥炭地火災によって発生した煙の広が

り方がよくわかります。マレー半島とシンガポール、スマトラ島、

カリマンタン島など、ずい分広い範囲で火災が発生してスモッグ

が発生している様子を捉えた写真などがあります。私も、2015

年、インドネシア西カリマンタン州に調査に行った際、大規模な

火災が当地で起こって飛行機が飛ばなくなり、たいへん困った経

験があります。乗ろうとする飛行機の空港への到着が遅れてしま

い、5～ 6 時間待たされました。一緒に調査に行った方と二人で

乗ろうとしていた飛行機より早く出発時間が設定されていた前の

便が、ずっと遅延していて飛ばない。私たちの搭乗便の方が先に

飛んだのですが、それでも 5時間以上待ったんです。前の便の客

はそれ以上待たされたということになるのですが、影響がいろん

な方面に及びます。こういうときは、ひたすら辛抱するしかあり

ません。

こうした例からどういうことがいえるか。この間、リアウ州、

西カリマンタン州等の泥炭湿地帯が広範に分布する地域でアブラ



－50－

ヤシ農園開発が特に活発に進められてきました。そうしたなかで、

泥炭地が乾地化されてアブラヤシ農園が造成され、湿地帯の破壊

が進み、火災、煙害の要因を形成してきた。インドネシアの他の

地域より盛んに、泥炭地が広範に広がっている地域でアブラヤシ

農園開発が進められ、ミネラル土壌の開発用地が段々なくなって

いって、湿地帯を乾地化しようという動きが出てきたことです。

インドネシア政府は近隣諸国から非難されるだけではなく、世

界中からもこの泥炭地火災の現象が注目されています。環境問題

に関心がある方はご存じかと思いますが、2015 年、パリで開催さ

れた第 21 回気候変動枠組条約締結国会議において、現インドネ

シア大統領のジョコ・ウィドド氏が、1期目の大統領就任後まだ

1年少しの時期に、「泥炭復興庁（現在は、泥炭・マングローブ復

興庁）」を立ち上げて泥炭地の保全・回復に努めると宣言します。

インドネシアは、世界からもプレッシャーがかかり、実際に現

地でも被害が出て、近隣諸国の環境にも国民の健康にも影響を与

えかねないということで対応せざるをえなくなった。それがイン

ドネシアにかかっている環境面でのアブラヤシ農園開発・パーム

油関連産業についての制約ということになります。これを無視す

ることはできない。いろんな取組みがなされています。新しく泥

炭地を乾地化することは基本的に禁じられていて、すでに乾地化

された泥炭地の回復に努めるというのが泥炭復興庁の役割です。

それがどこまでできているかは、十分であるといい切れないとこ

ろでもありますが、こういう制約をインドネシア政府は負ってい

るということです。マレーシアについても、国内に泥炭地があり
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ますし、マレーシア資本がインドネシアに出ていって農園を開い

ていますから、インドネシアと同じく責任を負う立場にあるとい

えます。

マレーシアにおける供給制約

次に、現在マレーシアに掛かっているアブラヤシ栽培、パーム

油生産への供給面での制約についてお話ししましょう。これは、

なかなかデータをとることが難しい問題でして、いくつかのメ

ディアの報道を紹介させていただくことにしたいと思います。環

境面の制約は、アブラヤシ農園の開発が泥炭湿地を破壊すること

で自然に対して悪影響を及ぼし、煙害という災害まで発生させて

しまうので、これに対処しなければならなくなる、それで農園の

開発とアブラヤシの生産に制約がかかってしまうということで

す。一方、「供給面の制約」というのは、土地が足らなくなって

くる、あるいは農園で働いてくれる労働者が足らなくなって人を

雇えないなどの要因で、供給＝生産活動に制限がかかった状態に

なることを指します。その制約がきつくなると、農園での作業が

うまく回っていかない。マレーシアは、今、労働力供給が十分で

なく、アブラヤシの生産に制約が掛かっている状態にあるといわ

れています。

ところで、インドネシアの国土面積はおよそ 190 万㎢、日本の

国土面積は 38 万㎢弱で約 5倍の差がありますが、マレーシアの

国土面積は日本より 5万㎢ほど小さい。そのなかで、大規模にア

ブラヤシ農園開発が進められてきているわけです。マレーシアは、
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人口もインドネシアと比べて小さい。インドネシアの人口は 2億

7000 万人を超えますが、マレーシアは約 3300 万人で、日本の 4

分の 1くらいの規模です。アブラヤシ農園での生産活動の供給制

約には、比較的小規模な人口に加えて自ら進んで農園労働に就く

労働者が少なくなってきているという背景もあります。今、マ

レーシアで職を得ている合法的なインドネシア人労働者は 170 万

人くらい、マレーシア国内で、生産可能年齢で意欲をもって労働

市場に出て職を得ようとする人たちの数は、失業状態にある人も

含めて、1300 万人くらいで、そのなかに合法外国人労働者がかな

りの程度いるとされます。加えて、不法に入国して就労ビザをと

らずに滞在している労働者は、合法的に入ってきている労働者以

上にいるといわれてます。そっちの方で働いている人たちが、

データとしてとりにくいということです。

2020 年 4 月時点でのデータを紹介した報道によると、当時、プ

ランテーションでは 34 万人の外国人労働者が働いていたといわ

れています。彼らは合法的な移住労働者と思われます。正確な数

字はつかめませんが、非合法に入国した外国人労働者が少なから

ず農園で職を得ていることもあります。彼らはどこから来ている

人たちかというと、大半はインドネシアからです。特に、ボルネ

オ島、インドネシア側ではカリマンタン島といいますが、この島

では地続きで両国が国境を接しています。その点、人々の往き来

がしやすいんですね。私の調査地の西カリマンタン州でも、エン

ティコンという地を経由してマレーシア側に抜けていく道があり

ますが、週末になるとその道を往き来する夜行バスがあります。
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何本運航しているかまではわかりませんが、州都ポンティアナッ

クから調査地に向かう際に通る幹線道路ではよく見かけます。現

地での研究協力者の方から、「今日は日曜日だろう。あのバスは

エンティコンに向かっているけど、マレーシアの農園で働いてい

る TKI（Tenaga Kerja Indonesia；出稼ぎインドネシア人労働者の

意）を乗せているんだ。週末はこちら側の自宅で過ごして、週明

けには農園に戻れるようにあのようにバスに乗って戻っていく」

と教えてくれました。

しかし、マレーシア国内のプランテーションで職を得る労働者

が少なくなっているのと同様に、インドネシア人を始めとする外

国人労働者も農園労働者として国内になかなか入ってこないとい

う状態が、現在続いているのだそうです。ある新聞記事で紹介さ

れていたところでは、マレーシアの農園経営者団体の試算による

と 2022 年時点で 12 万人ほど農園労働者が不足しているとのこと

だそうです。その結果、どういう現象が起きているか。せっかく

収穫期を迎えたアブラヤシを収穫する人が足りませんから、その

ままアブラヤシの木に実が生ったまま腐敗して朽ちていくことも

少くない。この記事のなかで紹介されていたケースは、アブラヤ

シの木の突端からアブラヤシの生果房を刈り落として一輪車に積

んでトラックに担ぎ上げる作業を 5人チームでやるのですが、今、

2人でやらされているというインドネシア人労働者の話でした。5

人チームで 200 万 tonという年平均収穫量のうち 4割くらいしか

収穫できていないそうです。普通なら 200 万 ton収穫できるとこ

ろが 80 万 tonしか収穫できずにロスが出る。マレーシアのアブ
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ラヤシ農園面積は、最近拡大の伸びが落ちてきています。これは、

前回お示ししたグラフ（図 1）をご覧いただくとおわかりいただ

けると思います。さらに、パーム油の生産も規模が落ちてきてい

るのですが、こうした停滞状況には、労働不足という背景がある

ということです。折角アブラヤシをつくっても雇い入れる労働者

がいないから収穫できないので、アブラヤシ農園の開発をやめて

おこうと考える企業も多いのではないか。企業は何を考えるか。

隣のインドネシアに資本を投下してインドネシアで土地を取得

し、アブラヤシ農園をつくっていこうと考える企業もあるでしょ

う。そういう動機でインドネシアに投資している農園企業も少な

くないと考えられます。

以上のような要因もはたらいて、インドネシアの方がマレーシ

アよりも盛んにアブラヤシ農園の開発が行われるようになってく

る。インドネシア人の労働者は、わざわざマレーシアまで出稼ぎ

に行くと多少ペイはいいと思いますが、移動や家族と離れて暮ら

すことの苦労がありますから、できることなら自国の生まれ育っ

た土地で働きたいと考えるのが普通でしょう。多少の給料の差く

らいならマレーシアに行くのをやめておこうかという人が増えて

きているものと思われます。このように、マレーシアのアブラヤ

シ農園に行って働こうとするインドネシア人労働者が減ってし

まっていることも、マレーシアのアブラヤシ農園労働者の不足に

つながっていると考えられます。
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インドネシア・マレーシアのパーム油生産に対する

世界的な需要制約

図 2-3は、「インドネシア・マレーシアのパーム油生産量」の

推移を示したグラフです。マレーシアの生産量が、近年停滞気味

であることが明らかです。これまでにご説明したような、マレー

シアでのアブラヤシ生産に労働力供給の制約が掛かってきている

という動きが、このグラフに表れている可能性があります。

ところで、世界全体のパーム油需要、すなわちインドネシア・

マレーシアで生産されるパーム油への輸出需要の停滞が顕在化し

てきているのが、ここ 7、8 年の傾向です。このパーム油の需要

制約の要因は何か。1つは、パーム油の大市場のインドが 2018 年

2 月、パーム油の輸入関税率を大幅に引上げたことが挙げられま

（出所）  インドネシア農業省農園総局 , Statistik Perkebunan Indonesia, various 
issues, マレーシア・パーム油委員会 , Home Page. より林田作成。

図 2-3　インドネシア・マレーシアのパーム油生産量
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す。パーム原油（CPO）については、前月までは 30％であった

ものを 44％に、精製油（RPO）及び他のパーム油製品については

40％から 54％にまで引上げられました。なぜそういうことをした

のか。要因は 2つ考えられます。インドは、パーム油を最も多く

消費する国の 1つとして、インドネシア、マレーシアからパーム

油を大量に輸入してきました。それによって外国為替市場で外貨

の超過需要が生じ通貨の対外価値の下落など困ったことが生じる

原因になりかねないということで引締めにかかった。もう1つは、

インドもアッサム地方でアブラヤシ、パーム油をつくろうという

動きがあって、パーム油の輸入関税を上げることで国内生産への

切替えを進めていこうとしているということです。そのようにで

きれば、国際収支制約を顕在化させる要因を生成しなくて済むだ

けでなく、国内でパーム油産業を振興することにもなるわけです。

パーム油輸出需要停滞のもう 1つの要因は、2015 年以降中国へ

の輸出が伸びていないことです。中国の場合、大豆油等のパーム

油以外の油種の輸入を増やしているなどの傾向がみられるようで

すが、企業や政府がパーム油に極度に依存しないような対応を

とってきているように思われます。油種を分散しようという動き

ですね。そうしたことが要因としてはたらいているのでしょう。

インドと中国というパーム油の 2大市場において需要が伸びてい

ないことが、インドネシア・マレーシアからのパーム油輸出全体

の停滞につながっているのです。

先ほどのインドのパーム油輸入関税率の話ですが、現時点で、

インドでインドネシアからの輸入に対してかけられる関税率は
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CPOが 44％、RPO等が 54％と申し上げました。これは、対マ

レーシアより高い税率です。マレーシアからのパーム油輸入に対

する関税率は、それぞれ 40％、45％とされています。なぜこうい

う差が出てくるかといえば、インドとマレーシアの間には 2国間

自由貿易協定があり、インドネシアから輸入されるパーム油より

も低率の関税率が適用されるからなのです。インドネシア側とし

ては、焦りが出て当然です。これまで「お得意さん」であったイ

ンドの業者が、「あなたのところのパーム油を買うより、マレー

シアから輸入する方が有利だ」ということで、調達先をマレーシ

アに切替えてもおかしくない事態になってきたからです。実際、

切替えたインドの業者もあるでしょう。インドネシアでは、大統

領からインドに対して「高い関税率を適用しないように」との要

請がなされたりしています。

インドネシアのパーム油国内消費量増大の要因は？

次に、図 2-4(a)をご覧ください。インドネシア、マレーシア両

国におけるパーム油の輸出量と国内消費量との内訳の推移を表し

ています。直近では、両国合わせて年間 7000 万 ton近くのパー

ム油が生産されています。赤いグラフがパーム油の国内消費、青

いグラフが海外に輸出される量を表しています。ここでは、生産

量から輸出量を引いたその差を「国内消費量」と定義しています。

国内在庫の増減を考慮していませんので、この点への注意は必要

ですが、国内消費量がこの間増大してきている傾向が顕著です。

2010 年過ぎまで輸出の伸びが生産の伸びを引っ張ってきていたこ
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図 2-4 (b)　マレーシアのパーム油輸出量と国内消費量
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（出所）  図 2-4 (a) に同じ。

図 2-4 (a)　インドネシア・マレーシアからのパーム油輸出量と
国内消費量
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（出所）  インドネシア農業省農園総局 , Statistik Perkebunan Indonesia, various 
issues, マレーシア・パーム油委員会 , Home Page. より林田作成。
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とが、このグラフからおわかりいただけるかと思います。しかし、

2015 年以降もパーム油生産は相変わらず伸びる一方で、輸出は

減っています。結果として、どうなるか。輸出されずに余った分

は、国内で消費されることになります。

図 2-4の (b)と (c)は、(a)のグラフをインドネシアとマレーシ

アそれぞれについて別個にみたものです。国別に見てみると、

2015 年以降の輸出量の停滞傾向は両国とも共通しています。マ

レーシアは、一貫して生産量のうちほとんどを輸出しています。

ところが、インドネシアは近年、ずい分と国内消費量を伸ばして

きていることがわかります。直近では、2000 万 tonくらいは国内

で消費されている。日本がマレーシア、インドネシアから年間で

どれほどのパーム油を輸入しているかといえば、およそ 70 万 ton

（出所）  図 2-4 (a) に同じ。

図 2-4 (c)　インドネシアのパーム油輸出量と国内消費量
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です。近年、日本のパーム油消費も増えています。ファースト

フード店でのフライとか、スーパーのお惣菜コーナーで売られて

いるてんぷら等は、パーム油を使ってつくられるものが多くなっ

てきていますが、インドネシアの規模と比べるとずい分と差があ

る。人口の差もありますが、それを差引いても一人当り十数倍の

消費量になります。なぜ、インドネシアでは、今そんなにパーム

油を消費しているのでしょうか。同国の都市部で、そこそこのホ

テルに泊まると、ちょっと離れた郊外から泊りに来ていて家族連

れでのんびり過ごそうかというお客さんがいます。現地の裕福な

人たちだなと見ていると、よく太っているお父さんがいるんです

ね。お子さんもそうです。インドネシアの人は揚げ物や炒め物が

好きですから、豊かになってパーム油で調理した動物性タンパク

質をたくさん摂り、そうした状態になっているのかなと思います

が、それでもパーム油の食用油としての消費は、日本の十数倍に

は届かないないですよね。いくら食文化が違うといっても、食用

以外で消費していることは明らかです。では、その用途とはいっ

たい何か。

パーム油には、食用のほかいろいろな用途があります。先ほど

お話ししたように、洗剤、化粧品、化成品などがその代表的な例

ですが、バイオディーゼル油もそのうちの 1つです。その消費が、

インドネシア国内で急激に増大してきているのです。それで、生

産されたパーム油のうちの多くの部分が、燃料として燃やされて

国内で消費されているというわけです。今、インドネシアでは、

バイオディーゼル燃料としてパーム油を軽油に混入し販売する決
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まりが法令で業者に課せられています。市販されるディーゼル燃

料のうち、パーム油が占める比率は 30％と定められています。そ

して、その混合油は、軽油 100％の場合と同じ価格で販売されて

います。しかし、パーム油の生産コストは軽油に比べて相当高く

つきますので、軽油・パーム油の混合油を軽油と同じ価格で売れ

ばまったく引合わなくなります。では、なぜそのように軽油と同

価格で混合油を販売できるのかといえば、政府が補助金を出して

いるからなのです。インドネシアも、マレーシアも、パーム油を

輸出するときに税金をとります。インドは、輸入するときに水際

で税金をとって輸入量にブレーキをかけ国内のパーム油産業を保

護しようとしていますが、インドネシアは輸出するときに税金を

とって特定目的にその税収を使っています。厳密にいうと輸出税

とは違うカテゴリーとして、財務省の外郭団体であるアブラヤシ

農園基金管理庁（BRDPKS、2015 年～）が徴集している税金が

あって、それがいくつかの目的に使われている。そのうちの 1つ

が、パーム油と軽油の価格差を補填する補助金への支出なのです。

他の使途には、小農が所有している古くなったアブラヤシ農園

を植替えるための資金援助があります。アブラヤシ農園が、アブ

ラヤシの実（生果房）の収量が減少するほどに古くなれば、古く

なった木を伐採して新たにアブラヤシの苗を植えて収穫できるま

で待つというふうにしなければなりません。それには相当の費用

がかかるので、その植替えのために援助する必要が生じてきます。

2020 年のデータでは、2.73 兆ルピア（約 260 億円）を援助してい

ます。また、学生の奨学金や資源エネルギー関係の研究開発にも
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使われています。そうした使途のなかで、何にいちばん多額の援

助が行われているかというと、バイオディーゼル油向け補助金な

んです。ディーゼル油を売買する企業からすれば、パーム油を混

入しようという動機ははたらかない。政府から補助金が出るから

そういうビジネスが成り立っているんです。財源はパーム油の輸

出の際に徴収している税金ですから、誰に文句をいわれる筋合い

はないということなのだろうと思います。そのようにしてパーム

油のバイオディーゼル油としての消費を進めていくことで、世界

的に停滞傾向にあるパーム油需要を下支えしているわけです。

データを見てみますと、世界的にパーム油輸出の低調傾向が見

え始めた 2015 年には、バイオディーゼル油の消費量はインドネ

シア 1国でおよそ 150 万 tonです。それとは別のデータですが、

今ではおよそ 840 万 kl、重量に換算すると 750 万 tonくらいが国

内でバイオディーゼル油として使われている。わずか 5年ほどで

150 万 tonから 750 万 tonに増えているわけです。日本の今の年

間のパーム油消費量は 70 万 tonですから、インドネシアでパー

ム油がどれだけ大規模にジャブジャブ燃やされているかがよくわ

かります。ここに、28 兆ルピア（約 2700 億円）もの金額が補助

金として使われている。同じパーム油輸出にかけて得られる関税

のうち、そこにいちばん大きな割合が支出されているのです。今

は、軽油へのバイオディーゼル油としてのパーム油の混入の割合

について、既存のエンジンで使用可能かの実験を繰り返してその

割合を高めていこうとしているのですが、そうした研究・技術開

発にも補助金が使われています。そのようにして、今、30％とい



－63－

う混入比率が定められ、国内消費量の増大につながってきている

わけです。

パーム油輸出税を財源としたバイオディーゼル油への転用支援

の問題点を挙げてみますと、第 1に炭素排出量増を促進してしま

う点です。食用油として使って廃油をバスの軽油に混ぜるといっ

たようなことではなく、折角の未使用のパーム油を燃やして炭素

排出量を増やしてしまっている。そうすることで、パーム油のバ

イオディーゼル油としての需要を増やし、原料を生産する農園企

業や小農によるアブラヤシの生産を支えようとしている。それら

生産者からすれば、インドネシア政府はよくやってくれていると

思っているのではないでしょうか。政策によって、経営や生活を

守ってくれているのですから。

しかし、それが熱帯林のさらなる消失につながる可能性がある。

なぜかというと、いくら世界的にパーム油が売れなくなっても、

インドネシア政府が、うまく税金をとって国内のバイオディーゼ

ル油消費を増やしてくれる、国がやってくれるから大丈夫だとい

うことで、また新しい農園をつくろうという方向に人の考えが向

いてしまう。企業も小農も同様です。そうなると、インドネシア

の農業のアブラヤシ栽培への依存が、増々深化してしまうことに

なる。こうしたことが、インドネシアの農業と経済の、ひと度

ショックが起こったときに大きく崩れてしまいかねないという脆

弱性をさらに一層高めてしまうことになります。これが、懸念さ

れる第 2の点です。こうした事態にどうやってアプローチしてい

くかは、非常に難しい問題だと思います。
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現在、インドネシア政府は、いわゆる B30、ディーゼル油に占

めるバイオディーゼル油の混入率を 30％としてやっていますが、

2023 年 2 月 1 日からその割合が 35％に引上げられます。2022 年

の 11 月の BPDPKS（アブラヤシ基金管理庁）長官の発表による

と、今、B40 の研究まで進んでいて、「これでもいける。ディー

ゼル油のなかに 40％までバイオディーゼル油、パーム油を混入し

てもエンジンに問題が発生しない。大丈夫だ」というところまで

確証実験が進んでいることが発表されていました。こうしたこと

から、遠くない将来、バイオディーゼル油の混入率が 40％まで引

上げられることになると予想されます。インドネシアは、パーム

油をどんどん燃やす国になってしまう。果たしてこれは、やって

いいことなのかと思います。同国では、背筋が冷たくなるくらい

の事態が進行しているのではないか。インドネシア政府は、企業

のことも小農のことも考えて頑張っているとばかりは考えられな

いような政策です。じゃあ、どういうかたちで、これを少しでも

違う方向に向けていくことができるかについて、次回考えてみよ

うと思います。確かに「これだ」という答えは、すぐには見つけ

出せないとは思いますが、みなさんとともにそれについて考えて

みたいと思います。

質疑応答

林田　何かご質問があればお受けしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

質問　マレーシアとかインドネシアから輸出されるパーム油は、
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燃料用と食品用で価格に差があるのでしょうか？

林田　燃料にする油は、わざわざ精製する必要はありません。

CPO（パーム原油）で十分なんですね。精製油は、脱酸、脱臭、

脱色、脱ゴムといった工程を経て得られます。さらにもう一つ

精製のレベルを上げたものがサラダ油です。この工程を省ける

ということで価格差は相応についていると思います。

質問　軽油を燃やすこととパーム油との混合油を燃やすのは二酸

化炭素の排出量は違うのですか？

林田　詳しい知識がないので推測でしかありませんが、燃やして

えられる動力が同じだったら二酸化炭素の排出についても、さ

ほど違ったレベルにはならないのではないかと思います。デー

タ的にどうかはわかりません。

質問　軽油は化石燃料ですね。

林田　そうです。原油からつくられます。パーム原油は、生成し

ていないパーム油のことです。

質問　パーム油は植物が原料で、軽油だと化石燃料で成分が違う

と思いますが、パーム油の兼合いで二酸化炭素の排出量が少な

いのではないかと思いますが。

林田　先ほども申し上げましたが、それについての詳しい知識が

ありませんのでお答えしかねます。私の講演の趣旨は、燃やす

ときの二酸化炭素排出量を比べることよりも、パーム油がどう

やってつくられているか、パーム油をどんどんバイオディーゼ

ル油として使うことによって、どういう影響があるか、それを

つくっているインドネシア、マレーシアの農業・経済にどうい
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う影響が及んでいくかということなんですね。双方のアブラを

燃焼させたときの炭素排出量がどうかを比べることも大事かも

しれませんが、私が今述べたことも考えていかないといけない

と思います。

 　ご質問、ありがとうございました。時間になりましたので、

ほかにご質問があれば受付までお願いします。本日もご来聴、

ありがとうございました。
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第 3回
何が問われるべきか

―東南アジア現地 /世界全体　双方の視点から―

悪天候のなかお越しいただきまして、本当にありがとうござい

ます。今日は、連続講座の最終回となります。2009 年以降、様々

な方々と共同研究を続けて、その成果を『アブラヤシ農園問題の

研究Ⅰ，Ⅱ』（晃洋書房）という 2 冊の本にまとめ終ってから、

現在まで続けている調査・研究についてお話させていただいてき

ました。今日は第 3回ですが、前回までに「パーム油の用途と産

業のあり方」について、現在どういう局面にあるかをお話させて

いただき、この先、この問題を考えていくうえで、どういうこと

に焦点が当てられるべきかを今回お話させていただきたいと思い

ます。

問題への視角

あらかじめ、その問題を考えるに当っての視角、視点について

触れておきたいと思います。アブラヤシ・パーム油の用途／産業

のあり方に関わる問題が、「東南アジア現地の視点」と「世界全

体の視点」のそれぞれからみてどうか、この 2つの方向から問題

にアプローチしたいと思います。両方は対立する問題ではなく、

アブラヤシ・パーム油の生産は、世界的にみると、環境が損なわ

れ炭素排出が増えているからダメだ、現地からすれば、それで現
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地の人の所得が増えているからこのままで OKだ、だから相対立

している利害をどう調整していくかが大事だという考え方がある

と思います。これは、ある意味で二項対立的な、また別の見方に

立てば弁証法的な思考法だと思いますが、こうした考え方による

問題の解決法以外にも、もっと多様な考え方や解決法があっても

いいのではないかということを、資料をお示ししながらお話した

いと考えています。これは、東南アジアと世界の間にあるのは、

非調和的な利害、調整を必要とする利害ばかりではないというこ

とを考えてみることでもあります。

次に、「現地の経済を真に優先するための方法」は何かという

視点をもちたいと思います。東南アジアの経済、特にインドネシ

ア・マレーシアの経済が「パーム油関連産業の隆盛によって潤っ

ている、その成長によって引っ張られているから、このままパー

ム油産業の発展を促していく方向で問題に取組んでいく、それで

いいんじゃないか」という考え方があるかもしれません。確かに、

現在のインドネシア・マレーシアでは、アブラヤシ・パーム油関

連産業は基幹的な産業の 1つです。しかし、それを保護・振興し

ていくことばかりが現地の経済を本当によくしていく方法ではな

いと私は思っています。というのは、「パーム油産業に依り掛かっ

た発展を一部放棄することが、長い眼でみると現地の経済のため

になっていく」という方向もあるということをお話ししていきた

い。

そして、いわば「搦
から

め手」からのアプローチも重視したいと思

います。「環境問題は大事だ。だから環境を損なう活動をしてい
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る農園企業、パーム油関連企業を真っ向から批判すること、農園

の開発・運営に際しては RSPO等の認証取得を促すことが肝要だ。

パーム油産業、アブラヤシ農園企業の事業展開を後押ししていく

政策ばかりを実行するインドネシア・マレーシア現地の政府は、

考え方を改めて世界の環境のことを考え、自国の当該産業に対す

る規制的な政策を立案・実施していかなければならない。だから、

政府は根本的な姿勢を大きく方向転換させるべきだ」という大手

からの攻め方もあれば、「搦め手」からのアプローチ、すなわち

皆んなが気づきにくい方向からこの問題にアプローチするという

やり方もあるのではないかと考えています。そういう思考をする

ようになったのは、特にインドネシアの地方の経済に対するアブ

ラヤシ・パーム油関連産業の貢献をまったく否定してしまうのは、

少しやり過ぎというか、方向性が一面的に過ぎるのではないかと

考えながら、この問題に取組み始めたことが 1つの要因です。ア

プローチの仕方は、ただ 1つの方向からでなければならないとい

う法はありません。それぞれが矛盾するものでない限り、アプ

ローチの数はたくさんあってもいいのです。パーム油関連産業に

は、特に地方の経済へのプラスの効果があるという事実を認めた

うえで、自然環境への影響の問題、現地に住む人々の伝統的な生

活問題も併せて考えていく必要がある、バランスのとれた考え方

でこの問題に臨む必要があると考えています。

インドネシアで進行するアブラヤシ農園の拡大への対処

前回の講座で、近年、パーム油関連産業には様々な制約がか
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かってきていて曲がり角の局面にあるというお話をしました。第

1に、インドネシアでは、泥炭湿地での農園開発に伴って頻発す

るようになった火災に代表される環境問題があります。こうした

事態を防ぐために、泥炭地の開発が規制されるようになってきた。

環境面での制約です。第 2に、一方のマレーシアで、土地に加え

労働力供給の制約が顕在化して、新たな農園が開発されていく

ペースが鈍るだけでなく、パーム油生産さえ停滞してきています。

そして第 3に、インドネシア・マレーシアのパーム油輸出が 2015

年頃から世界的な需要停滞によって伸び悩んでいることが挙げら

れます。これには、インドや中国といったパーム油の大消費地・

大市場での需要停滞が、大きく影響しています。このように、特

に 1990 年代末以降インドネシア・マレーシア両国内において振

興されてきたパーム油関連産業が、これまでのように右肩上がり

の成長を続けることが困難であるような状況が生まれてきてい

る、つまり曲がり角に差しかっているのです。

しかし、インドネシアでは軽油にバイオディーゼル油として

パーム油を混入することで、パーム油の国内消費量が伸びてきて

いる。その混入油の販売に当っては、パーム油輸出にかけられる

関税を原資として補助金が支出され、軽油と同等の価格で消費者

に届けられているという事情についてもみてきました。インドネ

シアでは、土地も労働力もマレーシアに比べて豊富に賦存してい

るので、政府が実質的にパーム油需要を保証することで、アブラ

ヤシ農園の拡大、パーム油の増産へとつながる可能性がある。実

際そうなれば、困った事態が生じてこないかというのが、次の問
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題になります。東南アジア、特にインドネシアの森林消失が局所

的に進み、当地固有の植生・生態系にさらに影響が及ぶ、生産さ

れたパーム油がそのまま燃料として燃やされて、より多くの炭素

が空気中に排出されてしまう、といった循環が生じかねません。

こういう問題についての懸念を和らげるためにはどのような方法

があるかについて、今日は考えていきたいと思います。

パーム油関連産業への依存が意味するもの

アブラヤシ・パーム油関連産業は、森林消失や泥炭地火災等の

ような環境問題を発生させる原因を一部つくっている一方で、そ

こで職を得ている人たちの所得増大につながっているからプラス

の要素として評価すべきだとされています。インドネシアでは、

関連産業に職を得ている人たちはおよそ 1700 万人いるといわれ

ますから、確かにそう考える人がいて当然です。それでは、アブ

ラヤシ・パーム油関連産業の隆盛は経済的にはいいことばかりか

というと、単純にはそういい切れない。それは、特にインドネシ

ア国内の農業・経済に極度に偏った構造をもたらしてきているの

です。それによって、どういう悪影響が予想されるか。一旦、

パーム油の需要が、病虫害の蔓延や気候変動等の要因でガタッと

落ちてしまうと、インドネシア国内の農業・経済が、特に地方部

において壊滅的な打撃を受けかねません。また、アブラヤシは多

年生の作物ですから、一度植栽された苗木が成木になりアブラヤ

シの実を結実させ続ける状態になれば、「今年、パーム油の市況

がダメだったから別の作物に変える」ことは容易にできなくなり
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ます。パーム油の原料生産基盤であるアブラヤシ農園が広がって

いくことによって、稲など単年生作物を栽培する農業がもつ柔軟

性が損なわれることになります。加えて、マレーシアにおいても

インドネシアにおいても、パーム油・アブラヤシに利害をもつ

様々な経済主体が存在感を大きくしていき、中央政府も地方政府

も、その存在、その利益を無視することができないということで、

国内の経済を硬直的にしてしまいかねない。パーム油産業・アブ

ラヤシ農園企業を守るために、ほかを犠牲にしてしまうことも生

じかねない。こうしたことから、環境問題を重視するだけでなく、

経済・農業のアブラヤシ・パーム油への偏重を解消していくとい

視点が必要であるといえます。しかしながら、利益複合体が大き

くなればなるほど、偏重していく農業・経済構造を変えていかな

いといけない事態が生じても、思うに任せなくなる。政府も、産

業に携わる経済主体も、アブラヤシから身を引けない状態になっ

てしまう。悪循環が止まらない可能性があるわけです。

それでは、インドネシア農業のアブラヤシへの依存を今以上深

化させないようにする、少なくともその深化のスピードにブレー

キをかけていくためにどういう方法があるでしょうか。

アブラヤシ農園の拡大抑制に求められる観点

この問題について長く調査・研究させていただいて思うのです

が、この問題を考えるに当って大事なのは、現地の人々の主権意

識を大事にすることです。頭ごなしに真っ向から批判する、「大

手」から批判してばかりでは、いくら大筋が正しいことであって
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も「我々が領有している土地じゃないか」という反発が強くなり

ます。特にそういう傾向が強くなったのは 2000 年代の後半あた

りでした。当時、欧米系を始めとした環境保全系の NGOが、マ

レーシア・インドネシアの企業に対してその事業を強く批判する

キャンペーンを繰り広げたのです。それに対して現地の人々は、

「我々だって環境保全のためにできる限りの努力をしているのに、

どうしてそれをわかってくれないんだ」と逆に反発する気運が企

業・財界のなかに、国民のなかに広がっていきました。このよう

な意識を大事にし、現地の人々や企業を批判するだけでなく「他

にオルタナティブがあるかもしれない」と一緒に考えていく姿勢

が大切ではないかと思います。十分、状況を調査したうえで分析

し、議論していくことが大事なのではないかと思っています。

多くの現金収入をもたらしてくれるパーム油・アブラヤシ関連

産業に携わる人々が、「少しでもいい生活をしたい」と考えてい

ることに共感することも大事だと思います。現金稼得についてア

ブラヤシ・パーム油にかける期待を如実に感じたことが、たくさ

んあります。具体的に見て聞いて、「ああ、現地の人々も我々と

一緒だな」とよく思わせられます。向こうでは、公共交通機関が

ほとんどありません。日本に住んでいれば、バスも電車もあって

移動が容易です。子どもたちは、家から離れた学校へも交通機関

を使って通学できる。通勤も同様です。しかし向こうでは、バス

や電車がほとんど走っていません。私が調査に行っている、世界

で 3番目に大きいカリマンタン島には線路・鉄道がありません。

少なくとも西カリマンタン州には、路線バスも走っていません。
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自前で交通手段を調達しないと、通学も通勤もできない環境にあ

るんです。

そこで、人々からの需要が高いのが、二輪車＝バイクです。あ

る 5人家族に、仮に今は 2台しかないとすれば、いずれは 5台ほ

しいとなります。「5台のバイクを買うためにアブラヤシ農園をも

う少し広げよう」と貯金して、場合によっては金融機関から資金

を借入れて土地を買って苗を植えて農園を広げようとする。そこ

で生産されたアブラヤシの実を売ることで、土地を買ったときの

借金を返し、バイクも割賦で買う計画を立てる。子どもが大きく

なって今住んでいる家も狭くなってきたとなれば、新しい家を建

てたいとなる。アブラヤシで稼いでいる家庭はいろいろですが、

私の知る限りでは、すごく広い土地に御殿のような家を建ててい

る人はいませんでした。

西カリマンタンのアブラヤシ小農の組合で、高校に上がる年頃

の子をもつ役員の人がいました。彼女は、子どもを寄宿舎のある

学校に入れたいと考えていました。親子とも通学の手間が省ける。

しかし、入学・入寮のためにはお金がいる。そのために新しく農

園を広げたい。そのように話してくれました。「日本に住む僕ら

と同じだな」と思ったものです。私は、車の免許は持っていませ

んが、妻が車に乗っています。「もっといい車を、もう 1台ほし

い」とは思いません。しかし、子どもには行きたい学校に行かせ

てやりたいと思います。家は持てていますが、補修する必要があ

れば、そのときにお金が入り用なこともあるでしょう。その他の

大きなお金の使い方は、私は知りません。楽しく、食べたり飲ん
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だりするのがささやかな楽しみですが、大きなお金の使い方は

「日本もインドネシアも、そんなに変わらないな」と思ったんで

すね。日本に住んでいる私たちと同じですよ。そうであれば、現

金稼得のためにアブラヤシを栽培している小農たちに、「それは

環境破壊につながっているよ、ダメじゃないか」というのは気の

毒ですよ。自分たちの行動は正当化する一方で、インドネシアの

人々の欲求は否定するなんて、何とごう慢な思い上がり、独善で

しょう。

では、どうすればいいか。少しでもいい暮らしをしたいという

気持ちを大事にして、「他に、うまいやり方があるんじゃないで

すか？」という話のもっていき方をしないと、現地の人たちは納

得しないでしょう。アブラヤシ栽培をしているのは小農だけでは

ない。企業も、大規模な農園を開いてやっている。企業の場合は

話を別にしないといけない。場合によっては、際限のない営利を

目的に企業のやっている農園拡大の活動と、小農が「家を建てる

ために、子どもたちを学校にやらせるために農園を広げたい」と

いう気持ちとは分けて考えないといけません。

かつてマルクスが「資本」をどう定義したか。そのうちの 1つ

が、「自己増殖する価値」であるという定義です。誰の個人的な

意思とも関わりなく、それが増殖していかなければ、存在し続け

られない事業の資
もとで

（元手）、それが資本だというのですが、企業

が農園を大規模に拡大して、もっと儲けようという意図と、バイ

クや家を買ったり子供を学校にやらせたりするためにお金がいる

のだという小農の意図は分けて考える必要があります。
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なぜそう考えるか。1つの理由は、以下の通りです。農園企業

に対しては、農園開発に際しての環境面への影響、労働者の雇用、

小農からのアブラヤシの生果房の買取り価格についての規制、認

証取得の義務づけを強化していく、そのほか社会的な規制を厳格

化していくことは、当然のことだと思います。なぜかといえば、

それだけ大きい資本をもっている事業体は他の方面にも資本を投

じられるはずで、そうした規制が嫌だというなら、農業ではない

他の分野の投資機会に投資すればよいのです。しかし、小さい農

家は自分がもっている土地、今もっていなくてもこれから入手で

きる土地に縛られ、その範囲内で事業を行い稼ぎを得て生活して

いく以外に、あまり選択肢がない。ほとんどの人は、そうである

と考えていいかと思います。他の収益機会に資本を投じる余地の

ある企業については規制をかけ、「それでもアブラヤシをやるか。

やるならこの基準に従わないといけない」と世界標準の規制をか

けて事業を継続させていくなかで事業スタイルを改めさせてい

く。野放図に農園を拡大してアブラヤシをたくさんつくるのでは

なく、もっと生産性を上げて相対的に少ない土地でアブラヤシの

収量を上げるための投資を促していく。そのようにすることは社

会的に容認される、というより必要とされていると思います。

しかし、小農については、生業選択において農園企業より多く

の制約条件に直面しています。アブラヤシの栽培以外の選択肢を

考える際も、農業、林業、あるいは林産物採取の範囲内で考える

ことが現実的です。アブラヤシの栽培に課す規制を強めるばかり

でなく、他の作目の栽培に勢いを流していくことが必要ではない



－77－

か。私自身、柔道は高校の体育の授業でちょっとやっただけです

が、相手の勢いをうまく利用して投げることが極意ですね。腕力

が強ければ柔道が強いというものではない。それと同じで、アブ

ラヤシ栽培をやってきた人たちがもっている思い、「多くの所得

を得たいし、得る必要がある」という動力をほかの選択肢にいざ

なうことも、必要なのではないか。小農の人たちに、アブラヤシ

栽培ばかりに目を奪われていたら他の収益機会を見逃してしまい

かねないということ、他の収益機会がいろいろあることに気づい

てもらうことも、大切なのではないか。そうした他の作目選択の

機会を開くことも、過剰なアブラヤシ農園開発、過度なアブラヤ

シ栽培への依存から抜け出す方法としてありうるのではないかと

思うのです。外部からこの問題に関わっている人たちも、「アブ

ラヤシだけでなく、他の農業、一次産業に携われば、これだけ魅

力的な、1つの作目に依存しないことでリスクを分散させること

ができる事業スタイルをつくっていける」というモデルを提示し

ていく。そうすることが、農業・経済の偏りを克服する道を見つ

けていくことにつながっていくのではないかと思っています。

これまでのアブラヤシ農園の拡大へのアプローチ

そこで、アブラヤシの生産者に対して具体的にどういうアプ

ローチが考えられるかということについて整理してみましょう。

まず、「アブラヤシ農園の拡大に対する対抗的アプローチ」につ

いてです。これは、アブラヤシ・パーム油産業の事業主体、それ

を監督する立場にある人たちに、批判的な立場をとる＝対抗して
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いくアプローチの仕方です。特に 2000 年代後半に、主として農

園企業、パーム油関連企業へのネガティブなキャンペーンが激し

く展開されました。欧米系の NGOが、パーム油を輸送しようと

するタンカーの船体にパーム油・アブラヤシ関連企業を批判する

落書きを書くとか、製品の原料としてたくさんのパーム油を使っ

ている企業を批判するテレビ CM風のビデオをつくるなどして、

キャンペーンが繰り広げられました。

この対抗的アプローチのもう 1つのかたちは、農園企業、パー

ム油関連企業を中心に RSPO（Roundtable on Sustainable Palm 

Oil）という私的認証制度がありまして、そこが発行する認証をと

らないと、「環境を大事にするなど正当なアブラヤシ栽培、パー

ム油生産をやっているとはいえない」というキャンペーンが繰り

広げられてきたことです。ここでは、これについてやや詳しく見

てみたいと思います。

RSPOとは、2000 年代初めに始まった制度で、WWFという環

境保護系 NGOが中心になってつくられたものです。名称の頭文

字をとって、そう略称されています。これは、アブラヤシの生産

者、精油業者・商社、消費財製品の製造業者、環境・自然保護系

NGO、社会・開発系 NGO、銀行・投資家、小売業、という大き

く分けて 7つのカテゴリーの構成員をもつ団体で、「アブラヤシ

の生産が、環境をいたずらに破壊することなく保全しながら行わ

れているか」等について検査・調査して、「ちゃんとしたアブラ

ヤシ生産、パーム油の生産を行っていることを認証していく制度」

です。WWFのホームページ等で詳しく解説されていますので、
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ここでは説明を割愛しますが、アブラヤシ・パーム油関連の事業

者に焦点を当てて、その事業の枠組みのなかで事態の改善を図っ

ていこうとする仕組みで、認証を受けないパーム油を、市場メカ

ニズムを借りて排除していこうとする対抗的システムといってい

いものです。

しかし、現在この認証をもった業者によって生産されるパーム

油＝認証油は、20％程度であるといわれます。調査・検査を行う

費用は、審査を申請する事業体が負担しなければいけない。アブ

ラヤシをパーム油搾油工場に売る場合は、検査・調査費用を上載

せした価格でないと引合わないわけです。その結果、この認証を

取得していない事業体と比べて高めの値段でしかアブラヤシ・

パーム油を販売できないことになる。それが、この制度が 100％

の広がりをもてない理由でもあります。なぜかというと、アブラ

ヤシ・パーム油を買っている国は日本の企業のような意識の高い

企業ばかりが事業を行っている国だけではないからなんですね。

特にインド、中国等の途上国、新興国においては、パーム油の植

物性油脂としての質は変わらないので、「認証はなくてもいい」

とする事業者が多いといわれます。

この制度の問題は、ほかにもあります。今触れたように、パー

ム油製品を需要する側の認証に対する評価が全世界で一定でない

ことに加え、金融機関や投資家の RSPOのメンバーシップにおけ

るプレゼンスが、あまりに低いんですね。投資家、銀行は、企業

や小農が農園を開く際、パーム油工場を建てる際に資金を融通す

る側の経済主体です。いろんな条件が整い、アブラヤシ・パーム



－80－

油を生産するための工場や農園を開くかどうか、「これでいける、

開こう」となっても、お金の工面がつかないと現実的な話にはな

らない。このことがもつ意味は重大です。

銀行・投資家の参加が不十分であるということについてのデー

タですが、RSPOのメンバーは正会員と準会員、そして賛助会員

に分かれます。2023 年 1 月時点で、すべて合わせたメンバー数は

5473 で、正会員の数は 2125 です。銀行・投資家は、この正会員

のカテゴリーに含まれますが、メンバー数はわずか 13 だけです。

どこの国か。オランダ 5行、英国 2行、スイス 2行、フランス 1

行、オーストラリア 1行、シンガポール 1行、そしてインドネシ

アが 1行、それもシティバンク・ジャカルタというアメリカの銀

行 1行のみです。日本の加盟銀行・投資家はありません。日本の

加盟会員数は 274（正会員 135、準会員 138、賛助会員 1）ですが、

銀行・投資家はゼロなのです。

この表 3-1のデータは、『アブラヤシ農園問題の研究Ⅰグロー

バル編』の第 3章（林田著）に掲載した表です。インドネシア、

アメリカ、ドイツの NGOが共同で、インドネシア・マレーシア・

シンガポールに本拠を置くパーム油関連産業への投融資のデータ

を集積したものから、2010 ～ 19 年 8 月までの累積値をとって作

成したものです。

横に並べた各国は投資国、左端の縦に並べた各国は被投資国で

す。縦の列をみれば、インドネシア・マレーシア等がどの国に、

どの程度、投資しているかを示しています。「2ヶ国計」はインド

ネシアとマレーシアが受入れている投資額とその比率、「3ヶ国
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計」はインドネシア、マレーシアに加えてシンガポールが受入れ

ている投資額とその比率です。

シンガポールは京都市より小さい面積しかない国で、産業部門

としての農業はゼロに近い比重しかありません。シンガポールに、

アブラヤシ農園部門を含むパーム油関連産業への投融資が行われ

ているのは、同国に本籍を置くアブラヤシ・パーム油関連企業が

あるからです。かつて、1997 年に始まったアジア通貨危機以降、

インドネシアが 2000 年代初頭にかけて経済的な混乱に陥ったこ

とがありました。そのときに、特に首都ジャカルタで現地の人々

とそもそも移民系である華人の人々との間の対立が深刻になると

いう事態が生じました。そのとき、華人系のアブラヤシ・パーム

油関連企業が難を逃れるようにしてシンガポールに本拠を移した

といわれています。このへんの事情は、前回もお話しした通り、

上に挙げた『アブラヤシ農園問題の研究Ⅰグローバル編』の第 5

章（加納啓良著）に詳しく記述されていますので、ぜひご参照く

表 3-1　インドネシア・マレーシアの主要パーム油関連企業への
投融資推計（2010 ～ 2019.8）

投　融　資　国 単位：100 万米ドル、%

インドネシア マレーシア シンガポール 日本 その他 合計

投
融
資
受
入
国

インドネシア 8,716 44.1 1,899 9.6 2,777 14 1,801 9.1 4,586 23.2 19,780 100

マレーシア 68 0.4 12,804 70.3 1,294 7.1 1,008 5.5 3,048 16.7 18,221 100

シンガポール 357 3.1 1,827 16 1,928 16.8 1,592 13.9 5,745 50.2 11,449 100

2 ヶ国計 8,784 23.1 14,702 38.7 4,072 10.7 2,809 7.4 7,634 20.1 38,001 100

3 ヶ国計 9,141 18.5 16,530 33.4 6,000 12.1 4,401 8.9 13,379 27.1 49,450 100

（出所）  林田秀樹編著（2021）『アブラヤシ農園問題の研究Ⅰグローバル編　東南ア
ジアにみる地球的課題を考える』晃洋書房、p.54 より引用。 
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ださい。だから、シンガポールに本拠を置いているアブラヤシ・

パーム油関連企業に投資をすることは、それがまたインドネシア、

マレーシアに再投資され、当地のアブラヤシ・パーム油関連企業

の資本を増加させることにつながっているのです。

これをみると、いろいろなことがわかりますが、日本からの投

融資に関わることに限定して指摘しておきたいと思います。日本

からのパーム油関連産業への投融資額は、インドネシア、マレー

シアについては首位に立っていません。それぞれ、自国の金融機

関からの投融資が大宗を占めているからです。しかし、外国から

の投融資額のなかでは首位の数字です。インドネシア・マレーシ

アの 2国を合わせて 7.4％という比重も、欧米系、中国、東南ア

ジアのタイやフィリピンを押さえてトップです。日本は、諸外国

からシンガポールに入ってくるアブラヤシ・パーム油関連企業へ

の投資のうち 13.9％でトップを占めています。被投資国の 3ヶ国

への投融資額合計でも、日本は 8.9％で首位です。日本は、わず

か 70tonほどしかパーム油を輸入していません。インドネシア・

マレーシアからの世界向けパーム油輸出量のなかで、2％を切る

程度です。しかし、関連産業への投融資額は諸外国でトップなん

です。その一方で、RSPOに加盟している銀行・投資家はゼロで

す。銀行は、ESG投資とか SDGsとかいいことをいっています。

行員にはバッジまでつけさせている。それらはいいことかもしれ

ないが、アブラヤシ農園を拡張するための資金に日本の銀行、金

融機関からお金が流れているケースもあるはずです。上記の 3ヶ

国にあるパーム油関連産業への投融資を行っている銀行には、メ



－83－

ガバンクだけでなく私たちの身近にある地銀も含まれています。

ESG投資、SDGsに関する取組みと、RSPOのメンバーになって

いないこと、多額の投融資をパーム油関連産業に対して行ってい

ることとの整合性について、説明を聞いてみたい気がします。

これまでお話ししたことで明らかなように、アブラヤシ農園を

拡大してきた農園企業やそれを容認もしくは積極的にあと押しし

てきた政府を批判してばかりいても、環境保全、地元住民の伝統

的生活保護のために認証取得を促しても、問題はまだ解決されて

いないのが現状です。それらに効力がない、意味がないとはいい

ません。ただ、なにか 1つだけでは万全ではないということです。

きれいに、「これさえ実行すれば、すべての問題が解決できる」

という対策がないのが、実情だといっていいと思います。今から

私がお話しする方法も、同様に万全ではありません。では、どう

すればよいのか。要は、これからの世界的なパーム油需要の停滞

傾向のなかで、たとえ造成してもそこで栽培されるアブラヤシが

有効な需要を見出しえないような農園が極力造成されなくなるよ

うな方法を複数組合わせて、これからのインドネシア・マレーシ

アの農業をデザインしていく必要がある、ということです。使え

る手はすべて使おうということです。ただし、それぞれの方法が

互いの効果を打ち消し合うようではいけない。効果において互い

に矛盾がないような方法を組合わせることが肝要です。

アブラヤシ農園の拡大に対する非対抗的アプローチについて

それでは、アブラヤシ農園の際限ない拡大を抑制するためのア
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プローチとして、「対抗的アプローチ」のほかにどのようなアプ

ローチがあるのか。このことについてお話ししていきましょう。

「ボルネオ保全トラスト・ジャパン（BCTJ）」という NGOがあ

ります。洗剤メーカーの㈱サラヤ系の NGOですが、そこはマ

レーシアのサバ州でナショナルトラスト的に要所要所の土地を

買って森林を保全していくという活動、現地でオランウータンな

どの希少動物種の生息域を確保する活動をされています。そのた

めの寄付を募って、現地の人々と協力しながら保全活動に取組ん

でいるのだそうです。そういうやり方もある。表立って、「アブ

ラヤシはダメだ」と批判することなく、大事な活動をされている

と思います。

私が調査に行っているインドネシア西カリマンタンには、

Pancur Kasihという信用組合（CU）があって、アブラヤシ以外

の作物の栽培・用地造成に対してのみ融資を行い、小農たちの営

農を支えています。ここも、BCTJと同じく、アブラヤシを栽培

することを表立っては批判していません。農民が、「お金を貸し

てほしい、果樹園をつくりたい」とか、「山羊を飼育したい」と

いう場合は「お金を貸しましょう。経験や情報をお伝えしましょ

う」ということで融資をする。不十分な点はそれぞれにあります

が、対抗的アプローチとの間に互いの効果を打消し合うような矛

盾はありません。アプローチは多様なほどいいのです。そして、

小規模農家のアブラヤシ農園拡大に関しては「非対抗的アプロー

チ」の取組みをもっともっと盛んにしていっていいのではないか

と思います。先ほども申し上げたように、事業・用地利用の転換
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に関しては資金調達は非常に大事ですから、こうした方法を通じ

て、新たに森林を切り拓くことなく他の作物栽培を振興していく

方法が実践されてもいいのではないかと思います。

このほかに、どのような「非対抗的アプローチ」があるか。ア

ブラヤシ農園の土地生産性を改善するために、政策的な誘因を企

業・小農に対してつけていくという方法もあります。ただし、こ

れは、RSPO等の認証取得を促進していくことと同様に、アブラ

ヤシ・パーム油生産の枠組みのなかで事態に対処しようという方

法です。確かに、これはこれでどのようなよい方法があるかを研

究して、実践に移す価値のある方法だと思います。私も、このア

ブラヤシ農園拡大の抑制という問題について考え始めた当初は、

こうした視角からのアプローチ以外に思いつくものがありません

でした。

現にあるアブラヤシ以外の農業の実践

しかし、調査とか研究というのは、思いがけないところで発見

に恵まれるものだと思います。私の場合もそうでした。西カリマ

ンタン州でいつも私の調査に協力してくれている人に Erdi Abidin

さんという方がおられます。タンジュンプラ大学という西カリマ

ンタン州の国立大学で社会政治科学部の先生をされています。今

日、この会場にお見えになっています。私は、この連続講座の主

催者であり私の勤め先でもある人文科学研究所で、「東南アジア

の小規模生産者に関する部門横断的研究」というテーマで共同研

究プロジェクトを主宰しているのですが、そのプロジェクトのセ
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ミナーで講演していただくために来日されています。この方には、

本当にいろいろお世話になっていまして、向こうのアブラヤシ農

園での調査を始めとして、車に乗せてもらっていろいろな調査地

に連れて行っていただいていろんな事例を見聞きさせていただい

てきました。

あるとき、「これまで行ったことのない農園で、面白い実践を

しているところがあるから行こう」といって連れて行っていただ

いた農園がありました。そして、そういうことが何回か続いた後、

ふと気づいたのです。「アブラヤシ以外の作目を栽培している農

家も、あるにはあるじゃないか。何も、環境保全、土地生産性の

向上等を指向する『持続可能な』アブラヤシ生産ばかり考えなく

てもいいのではないか。こうしたアブラヤシ栽培以外の農業を

やっている人たちの実践から、森林を拓いての農園造成を伴わな

い農業のあり方を学べるのではないか」と思ったんです。

そうした経緯に加えて、前にも触れたように、相手の力を利用

して投げを打つという譬えで、小農が現金獲得欲求をもっている

のは当り前だから、それを前提にして、その欲求をアブラヤシ以

外の作物の生産に振向けるやり方で、アブラヤシ以外の栽培作物

を増やしていき、多様な農業を実現していく。そういうことにつ

いて考えていくのも、アブラヤシ生産の枠組みに囚われないアブ

ラヤシ農園拡大の抑制へのアプローチとして必要なのではない

か。そういう方向に、現地の農業の道筋をつけていくことが求め

られているのではないか。そのように考えるようになっていきま

した。それは、「森林を切り拓くなどの環境への負担を極力伴わ
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ないような農業を営める方法を考える。土地単位面積当りの収益

が大きい、儲かる農業をつくることで作物を多様化し、リスクを

分散させる」ということにもつながるのではないかと思うに至り

ました。そういう「非対抗的なアプローチ」があってもいいので

はないかと思ったのです。

そこで、アブラヤシ栽培が盛んに行われている西カリマンタン

州で、「多様な農業、儲かる農業」の実践例を調査・研究してい

こうと決めました。自分自身、当初は考えてもいなかった展開な

のですが、これも Erdi Abidinさんがあちらこちらに私を連れて

行ってくださったお蔭でして、ご縁の有難さが今さらながら思い

やられます。

実際のケースがもつ意味

アブラヤシ農園の拡大を抑制することは、自然環境を保全する

ためにも、現地の農業や経済が極度に 1つの作目の生産に偏った

ものとならないためにも必要なのですが、その具体的な方法を考

案するには要点を押さえておく必要があります。私は、「実際に

誰かが実践していること」がとても大事だと思っています。多様

で儲かる農業を今すでに実践している農家や団体がきっとあるは

ずだから、そしてそれを Erdiさんとの調査で紹介されてきたか

ら、そのケースを可能な限り調べてみることが大事だと思ってい

るのです。インドネシア現地の人、特に小農の人たちと話をして

思うのは、彼らは安易に新しい話には乗っていかないということ

です。ほぼ確実に成功することを、身近な実例をもってわかった
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うえでしか新しい作物の栽培に踏み出さない、そういう気質を

もっている方が大半だという印象です。新しいやり方を採り入れ

ていくためには、実行可能でありほぼ間違いなく成功するという

ことを身近な例で理解していることが不可欠の条件になる。

ところで、インドネシア語には sosialisasi（ソシアリサシ）と

いう言葉があります。英語の socializationからきた言葉で、「こう

いうやり方がありますよ」と社会に広めていく、普及させていく

ことを意味します。アブラヤシ農園の拡大を抑制する 1つの方法

とするためには、たとえ理念的・理論的に正しい方法であっても、

それが現場の小農たちに採用されるものでなければ、さほどの意

味はもたない。だから、「あの人がやって成功していますよ」と

いう実例を探して研究して紹介する、すなわち実例をもってソシ

アリサシを行うのが、いちばん確実でわかってもらいやすいやり

方だと思うのです。

かつて哲学者のヘーゲルが、「合理的なものは現実的であり、

現実的であるものは合理的である」という一節を残していますが、

そういうふうに現実に存在している実例がどれだけの合理性を

もっているのかを調査・研究したい。加えて、モデル普及に当っ

て重要なのは教育です。次の世代の農業者を育成していく取組み

に注目したいと思っています。

アブラヤシ栽培を含む多様な農業 1

さて、ここから、向こうで見聞きしてきた実例をご紹介したい

と思います。Erdiさんに連れて行っていただいた農園の例です。
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まず、H・Mさんの農園の例です。H・Mさんは、1957 年に西

カリマンタン州の州都ポンティアナック市で生まれ、高校卒業後

にいろいろな職業に就かれたそうです。森林伐採の仕事もされた

そうですが、違法な森林伐採も含まれていたかもしれません。

1980 年頃からは木材工場に勤め、その後 80 年代半ばからはエビ

養殖や柑橘類の購入販売等、今につながる職業をいろいろと経験

してこられてました。そして、1997 年、木材工場を経営するに至

りました。これを 10 年間ほど続けられて、いよいよ 2006 年、50

歳になる頃から、ポンティアック市に近いムンパワー県で土地を

少しずつ買い足しながら様々な作物を植え、これまで農園を経営

されてきています。

農園の総面積は、今、20 数 haだそうですが、アブラヤシ農園

はそのうちの 20haを占めているとのことですから、結構大きな

割合の土地をアブラヤシの栽培に使っていることになります。し

かし、農園内では本当にその他たくさんの作目が栽培されていま

す。柑橘をたくさん植えていて、日本の温州みかんも植えられて

いました。それをいくつかいただきましたが、たいへん美味し

かったです。バナナや、現地でカンクンと呼ばれる葉物野菜、そ

のほかのいろんな野菜も栽培しています。収穫物は、アブラヤシ

の場合は近くの民営農園の工場に直接販売しているとのことでし

たが、果物や野菜などの作物は、近郊のシンカワン市とかポン

ティアナック市の市場に販売しているとのことでした。こちらの

方は、アブラヤシと違って、仲買人が買付けにくるのだそうです。

H・Mさんの農園では、農作物が栽培されているだけではあり
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ません。山羊を 20 ～ 30 頭飼育しているほか、プールをつくって

淡水魚を養殖しています。ナマズも育てていて、いい値段で売っ

ているという話でした。そして、それらの農業・畜産業・養殖漁

業は、それぞれ別個に単に並列的に営まれているわけではありま

せん。それぞれの残渣をうまく利用して、いわば「統合型農業

（integrated farming）」としてやっておられる。例えば、バナナの

売れ残りが出た場合は山羊の餌にして、山羊を肥え太らせる。淡

水魚養殖のプールで出た魚糞を乾かして、畑の肥やしにしている

そうです。山羊の糞も、肥料にしている。単に統合されているだ

けでなく、「統合型・循環型農業（integrated and circular 

farming）」であるということですね。

H・Mさんがそういうような農業経営をしていくためのヒント

を得たのは、農園を始めてまだ間がない頃、日本に研修旁々の旅

行に来られて、茨城県のある農業生産法人を視察されたことが

きっかけだったということでした。その法人では、米作を中心に

複合的な農業をやっていて、その統合型・循環型農業のモデルに

インスパイアされた、残渣を無駄にしないことにたいへん感銘を

受けたというお話でした。

この H・Mさんのすごいところは、あちこちからこの方の評判

を聞きつけて「働かせくれ」という若者たちを自らのの農園で受

入れているということです。古風ないい方かもしれませんが、お

弟子さんをとっておられるのですね。H・Mさんは、そうしたお

弟子さんたちを 20 数人も育てておられて、そのうちで今まで成

功できなかったのは 1人だけだとおっしゃっていました。念のた
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めに付け加えておくと、そのお弟子さんたちには、農園で働いて

いる間はちゃんと賃金を払いながら農法を教えてあげて、農園経

営の仕方を伝授しておられるということです。

最後に印象的なお話をお伝えすると、H・Mさんにいわせれば、

「アブラヤシは ATMみたいなものだ」そうです。アブラヤシの実

は年中収穫できますから、搾油工場にもっていけばいつでも現金

収入を得ることができる。だから、そのアブラヤシの栽培面積を

一定確保することで、他の作物の用地を転換して作目を変える場

合、植替えの余裕が出てくるという話です。そういう意味で、ア

ブラヤシも「統合（integrate）」されているということですね。

アブラヤシ栽培を含む多様な農業 2

次にご紹介するのは、H・Mさんと同じムンパワー県で多様な

農業の取組みをされている S・Rさんの例です。この方は、1960

年にポンティアック県（現ムンパワー県）で生まれて、Erdiさん

が勤めているタンジュンプラ大学を卒業された後、バンカーとし

て全国各地で活躍されました。1996 年に銀行を退職してある公社

で働き始めて以降、趣味で農業を始められたのだそうです。そう

する間に少しずつ土地を買い増していき、2005 年から農園経営に

専念されるようになりました。2014 年には、その特色ある経営が

評価されて大統領表彰を受賞されています。

この方も、H・Mさんと同じくらいの広さの農園を所有されて

いますが、アブラヤシを栽培している面積は数 haのみで、ほか

にココヤシ、マンゴー、バナナ等の果実類や、トウモロコシ、ト
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ウガラシ、トマト等の野菜もたくさん栽培されて市場に販売され

ています。牧畜もされています。H・Mさんの場合は山羊でした

が、S・Rさんの場合は牛を数頭飼っておられます。牧草地を含

めそれらアブラヤシ以外に利用されている土地の割合が、H・M

さんの農園よりも比率として高いのが特徴です。

次世代の教育に関していうと、H・Mさんはお弟子さんをとっ

て従業員として働いてもらう傍ら農業を教えおられますが、この

方は近隣の高校から高校生の研修生を受け入れて農法を伝授する

という取組みをされています。かつては、農園内に寮をつくって

2～ 3 週間にわたり高校生諸君に農法を教えておられました。寮

での飲食費や光熱費くらいはもらうが、その他の農業を教えるた

めの資材費、インストラクターに払う賃金は、近隣の企業や篤志

家から寄付を募って費用を捻出しているとのことでした。現在、

農園の近くの海岸に大規模な港が建設されていて、それに伴い農

園の敷地の一部を売却して道路の建設工事が行われていますが、

かつて高校生が使っていた寮はその工事の作業員の方たちに貸す

ことになったそうで、高校生を受入れて研修を施すという取組み

は日帰りのみに限定しているそうです。「ゆくゆくは、農業観光

で多くの人が来てくれる地域づくりを目指している」とおっ

しゃっていました。自分の所有している農園を観光農園化するだ

けでなく、近隣の農家にも自らと同じような取組みを広げたいと

いう考えをもっておられるように見受けました。
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アブラヤシ栽培を含む多様な農業 3

次にご紹介するのは、V・Aさんという小農の方の例です。こ

の方も、Erdiさんに紹介していただいた方で、サンガウ県という

ポンティアック市からは 300㎞ほど離れたところでアブラヤシ農

園を所有・経営されています。1990 年代にアブラヤシの栽培を始

められたのですが、アブラヤシの木の樹齢が 25 年を過ぎて生産

性が落ちてきたので、BPDPKS（アブラヤシ基金管理庁）からの

補助金を得て木の植替え（再植）をしているのだそうです。2020

年の 10 月頃、Facebookに彼がアップした写真を見たのですが、

古くなったアブラヤシの木を伐採した後に、その切り株らしきも

のが並んでいてそこに V・Aさんが友達と一緒に立っている姿が

映っていました。そしてその写真には、「畑をやっているだけだ

よ。我々は犯罪者じゃないんだ」という言葉が添えられている。

穏やかではない言葉に驚いたものです。

そこで、その写真の意味について、2022 年 8 ～ 9 月に現地に

行ったときに聞きました。V・Aさんが教えてくれたところによ

ると、先ほどお伝えした通り政府が実施している小農所有のアブ

ラヤシ農園の再植プログラムを通じて植替えを行ったけれども、

かつての農園で稲も植えようとしていた。「政府からアブラヤシ

農園の植替えのためのお金を使って焼き畑に戻すのか？」「そん

なことをしたら犯罪者になるぞ」、そういわれるかもしれないけ

れども、そうじゃないんだ。アブラヤシ農園を植替えるとき、苗

の丈が低い間は十分日が差す。稲も育つ。だから、アブラヤシの

苗を育てながら稲を育てようとしているだけなんだ。自分たちは
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農民だから、そのようにして何が悪いの？　そういうメッセージ

を込めたんだと語っておられました。

そこで思ったのですが、政府の補助金で古くなったアブラヤシ

農園を伐採し、その後、アブラヤシが、この先、あまりいい価格

で売れないかもしれない。だから、ほかの作物に植替えたいとい

う農民の欲求があったら、それに応じてもいいのではないかと

思ったのです。アブラヤシ栽培だけに、国の経済・農業の将来を

かけるのは危うい。先をみる確かさが政府にも求められているの

ではないかと思います。

アブラヤシ栽培を含む多様な農業 4

最後は、州都ポンティアック市の近くに位置する PK村の例で

す。昨年の 8～ 9 月、コロナで約 3年半のブランクを経て、久し

ぶりにインドネシアに行ったときに、Erdiさんに連れて行ってい

ただいた村です。そこで見た風景が、あまりに衝撃的だったので

よく調査してみたいと思っています。村は、ポンティアナック市

の中心から 10 ～ 20㎞くらいで本当に近いんです。車で 30 分もか

かりません。人口は約 15,000 人、ムスリムがほとんどです。職種

は、公式統計では起業家（wiraswasta）が大半とされていますが、

野菜、果物をつくり、場合によっては加工して売る、そうした

サービス産業にも携わっているためにそうされているのではない

かと推測しています。そのほか、農業、牧畜、漁業が挙げられて

いますが、村の人々の元の仕事はおそらくこちらでしょう。

先ほどこの村の風景が衝撃的だったとお話ししましたが、まさ
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に「ここは熱帯の楽園ではないか」と思わされるほど多様な作物

が栽培されている風景が広がっています。パッチワークのように、

1つの農家の区画で実に多種多様な作物が栽培されています。初

めていったときは、アブラヤシの木が 1本も視認されませんでし

た。村に走っているいく本かの表通りから眺めるだけでも、バナ

ナ、パパイア、サトウキビ、ココヤシ等が植えられていて、水田

が広がっている光景もありました。初めて行った日は日曜日だっ

たのですが、通りに沿った水路では、子どもたちがカヌーに乗っ

て遊んでいました。長閑だなと心底平和な気持ちになりました。

村で採れる果物や美味しい飲み物を出してくれるナチュラルカ

PK村の風景―バナナ―

（出所）林田撮影。
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PK村の風景―水田―

PK村の風景―水路で遊ぶ子供たち―

（出所）林田撮影。
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フェなど、家族で楽しめる空間もあります。日本的にいえば、「農

業の 6次産業化」といったところでしょうか。

日本に帰ってから Erdiさんに教えてもらったのですが、その

村ではおよそ 40 種の作目が栽培されているとのことでした。果

物でいえば、ドリアンが植えられていて、近くで採れた実が、通

りの屋台で売られていたりします。カカオもある。野菜類も、

キュウリ、ゴーヤ、トウガン等のウリ科の作物、インゲン豆など

の豆類、キャッサバ等の芋類もある。ポンティアック市という人

口 70 万の都市の近郊であれば、その市場に向けていろんな作物

（出所）林田撮影。

PK村の風景―カフェ―
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をつくる農業、特に野菜や果物といった鮮度が重要な園芸作物を

つくる農業を農民たちが盛んに行ってそれで食べていけるのだと

思います。

この村で盛んにつくられている作物で、少し変わった作物をご

紹介したいと思います。私たちにはあまり馴染みのないものです

が、ピナンという作物です。ピナンは、天日で乾かした後、シリ

という木の葉で包むようにして実を齧るという嗜好品です。囓っ

て実を摂取することで酩酊感を得られるものだそうです。現在、

インドネシアではパプアの方でしか嗜好品として用いられること

はないそうですが、それがこの村でたくさんつくられていました。

直接には仲買人に売るのですが、そこからどこに売られていくか

といえば、インド、パキスタンにその多くが輸出されていくのだ

そうです。これはパーム油やアブラヤシでも同じことがいえます

が、最終的な市場が遠くにしか見い出せないものでも、収益が上

がるものはたくさんつくられているのです。

逆に、この PK村でも近くのポンティアック市でもたくさん売

られて食されているのに、スイカは栽培されていないのだと聞き

ました。西カリマンタン州でどこがスイカの産地として有名かと

いえば、シンタン県というかなり東の方の奥地にある県だそうで

す。土質の問題か何の問題かよくわかりませんが、とにかくシン

タン県のスイカは甘くて美味しいのでよく売れる。また、マン

ゴーもつくられていませんでした。マンゴーはジャワ島が本場で、

インドネシア全国の市場の大半をジャワ産のマンゴーが占めてい

るという話です。当地の土質に合わない作物は、よそから入って
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（出所）林田撮影。

PK村の風景―天日干しされるピナン―

PK村の風景―木に生るピナン―
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くるということです。

ポンティアナック市の近郊農村の事例から得られる教訓につい

てまとめてみますと、次のようになると思います。まず、近隣は

もちろんのこと、遠隔地の都市部や国外の食用作物・園芸作物の

需要を発見・開拓して販路を拡大し、単位面積当りの収益が高い

作物の栽培を振興していくことが大事であるということ、アブラ

ヤシほどは儲からないかもしれないが、そこそこ収益の上がる多

様な作目を栽培するということ、そのようにして、アブラヤシの

みに依存しない、地域の経済・農業が全体として特定産品の市況

によって大きく影響を受けることのない安定した状態を実現でき

るとともに、さらなるアブラヤシ農園の拡大を防ぐブレーキの役

割を果たすことになるのではないかと思います。

良い条件にある村はそうそうないかもしれませんが、工夫する

ことで安定した農業の構造をつくっていくことができる可能性は

ある。先ほどもお話しした通り、PK村には見たところアブラヤ

シ農園はありませんでした。もしあったとしても、それほど大規

模に栽培されてはいないと思われます。アブラヤシ以外の作物で

十分収益を得られて、そのような農業を営むことに村人たちが満

足している結果ではないか、近くの大きな市場をターゲットにす

るのは基本ですが、スイカ、ピナンの例にもみられるように、作

物種によっては、一定の距離にある市場も目指せるので、そうし

た市場を射程に入れていけばよい。以上のようなことを目指す、

次世代の若い農家の育成が望まれます。
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「対抗的アプローチ」のように正面から抑え込もうとする方法

ばかりでなく、以上のようなやり方で農民たちの現金稼得欲求を

多様な農業へと導いていくことができれば素晴らしいなと思いま

す。アブラヤシのみに依存しない、今でも社会的には十分過ぎる

ほどあるアブラヤシ農園を極力拡大しない、そうして自然も保全

していけるような農業・経済のあり方が追求していかれるべきだ

し、若い人たちが、どうやってこれからのインドネシアの農業・

経済を担っていかれるかを想像しながら、私自身もインドネシア

西カリマンタン州の農業のあり方を、今後も現地で調査し研究し

ていきたいと思っています。

以上で、3回の講座のお話を終わりにしたいと思います。あり

がとうございました。

質疑応答

林田　質問を受けたいと思います。いかがでしょうか？

質問　外生的ショックが発生してパーム油の世界市況が悪化する

ケースについてのお話がありましたが、「外生的ショック」と

いうことは具体的に、どういうことをイメージすればよろしい

ですか？

林田　ロシア・ウクライナ問題ではウクライナ産の小麦の積出し

などが困難に直面して世界市場に影響を及ぼしている事態があ

ります。それと似たようなケースになるとか、石油、重油の値

段が上がり、タンカーの運賃が高騰して、結果的に遠くの国が
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パーム油を高い船賃を払って購入するより、油種を国内で供給

できる他の油脂、キャノーラや大豆等を使って国内でアブラを

採った方が安くなる、安心だということであれば、パーム油の

需要は減少しますよね。市場価格も下がっていきます。そのよ

うに、経済活動のなかで生じる現象ではなく、思わぬ経済外的

な要因で需要・生産が絶たれてしまうケースだと考えていただ

いたらいいかと思います。

 　パーム油を精油している会社の方から聞きましたが、「脱色

工程が難しくなる」ケースがあるらしいです。色を抜こうとす

る工程がうまくいかなくて色が抜けないことがあったと聞きま

した。どのような要因でそうした現象が生じたかははっきりし

ないそうですが、そうなると体に悪いものではないけれどもカ

ロテノイドが入っているので、赤みがかったサラダ油だという

ことでパーム油を使う業者に需要されなくなる。これは経済活

動の結果ではなく、自然の影響でそうなるケースもありえます。

それで他のアブラを使うということになれば、パーム油の需要

が減るケースが生じてしまいます。

質問　環境的な「外生的ショック」にも入っているということで

すか？

林田　そうですね。自然の気温の上下も、アブラヤシの生産性に

影響し収量が減ることもありえます。環境問題がショックとし

て影響している場合もあると考えていいかと思います。

質問　インドネシアの対米ドルレートは、ある意図的な目的で低

く抑えているんですよね。



－103－

林田　今の制度では、為替当局がすべてコントロールできるかと

いうとそうではなく、長期的には 1997 年以降に生じた通貨危

機の影響が今でも大きいのではないかと思います。

質問　「外生的ショック」となると国内の経済状態が上がってい

くと為替も高い率になっていく可能性があるかなと思って、そ

れも 1つの要因ではないかと私なりに考えていたんですが、間

違いはないですか？

林田　ロシアによるウクライナ侵攻のような危機が生じた場合、

資源国の証券を買っておこうという動きが大きくなれば、ルピ

アも高くなる可能性はあると思います。

質問　今後、インドネシアは首都をカリマンタン島に移そうと動

いています。カリマン島は広大な面積で首都が移ったとしても

農業に影響することはないように思いますが、今後の問題とし

て、重視すべき内容でしょうか？

林田　農業用地を広大に都市の建設によって奪われることは、あ

まりないのではないかと思いますが、一部、当該地域では影響

を受けるかもかしれません。

質問　写真はカリマンタン島の農園が主になりますか？

林田　私が撮った写真は、そうです。

質問　カリマンタン島の情報が入手できないところがあると聞き

ます。カリマンタン島は近づきにくい場所ではないのかなと。

林田　もちろん近づきにくいところもありますが、今では、ネッ

ト上にもいろんな情報がアップされています。私も、折りに触

れて調べてきたことをお伝えしていきたいと思います。そうし
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て情報に接していただいてカリマンタンのことを知っていただ

ければ、向こうの研究をやっている者としてもうれしいです。

質問　ありがとうございました。また、講演会で説明をしていた

だければありがたいと思います。

林田　ありがとうございました。


